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午前９時５８分開会 

○水野あゆみ委員長 それでは、ただいまより子ど

も・子育て支援対策調査特別委員会を開会いたし

ます。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 初めに、記録署名員２名を私

から指名いたします。 

  佐々木委員、佐藤委員、よろしくお願いいたし

ます。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 次に、請願・陳情の審査を議

題といたします。 

  ５受理番号１６ 子どもを産み育てやすい新た

な制度を求める請願、５受理番号１７ 出生率改

善・産みやすい環境を整備する施策を求める請願、

以上２件を一括議題といたします。前回は継続審

査であります。 

  また、報告事項①こども家庭センター設置の方

向性について、②子育て支援におけるポピュレー

ションアプローチの方向性についてが本請願と関

連しておりますので、併せて説明をお願いいたし

ます。 

○あだち未来支援室長 政策経営部の報告資料をお

開きください。２ページになります。 

  まず最初に、こども家庭センター設置の方向性

について御報告させていただきます。 

  国は、こども家庭総合支援拠点、区で言うと、

げんきのこども家庭支援課です。それと子育て世

帯包括支援センター、これは保健センターになり

ます。この２つを一体化して、連携して支援を行

う施設を令和６年度設置を努力義務としておりま

す。これについての足立区の方向性です。 

  まず、このこども家庭センターの形態につきま

しては、２にあるように、建物を一体化するもの、

また、２の（２）ですけれども、建物は別で一体

的な支援体制を構築するものとなっております。

いずれにしても、センター長は一人となっており

ます。 

  次の２ページに、それぞれのパターンを表して

おります。１番から３番が建物を一体化したもの、

１番は新しく施設を造る、２番は保健センターを

こども家庭センターにするパターン、３番はげん

きのこども家庭支援課をこども家庭センターとす

るパターンとなっております。 

  ４番が、いわゆる建物は別々でセンター長を一

人とする、これはそれぞれの職員に兼務発令をし

て、形式的になりますけれども、こども家庭セン

ターとした場合になります。 

  いずれにいたしましても、それぞれの課題があ

りまして、今の保健センターの母子保健の部分の

乳幼児健診であるとか予防接種、そういうところ

を一つの建物にする、また児童虐待の部分を分割

して５か所に分けるというパターンは、なかなか

足立区としてはすぐには対応できないということ

でありますので、５の今後の方向性につきまして、

令和６年度、４月の設置はなかなか困難というふ

うに結論とさせていただいております。 

  ただし、今後、国のガイドライン等も示されま

すので、その辺を見ながら今後のことを検討して

いきたいと考えております。 

  また、来年度は、母子保健と児童福祉の連携の

一つとして、支援の新しい係を子ども政策課のと

ころにつくりますので、これまで以上に連携して

進めまいりたいと考えております。 

  次に、４ページをお開きください。 

  子育て支援におけるポピュレーションアプロー

チの方向性についてです。 

  これまで、ポピュレーションアプローチ、いろ

いろこの議会でも議論がありましたが、今回、次

の５ページに、ポピュレーション支援とハイリス



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２  

 

ク支援という表を整理させていただきました。 

  ４ページの項番１にあるように、これまで庁内

でも検討させていただいて視察を行いながら、ま

た、子育て支援団体の意見聴取もさせていただき

ました。その上で、項番２のように分析をさせて

いただいております。 

  おむつの宅配について、経済的支援に変容する

可能性が高いということで今はやる予定はござい

ませんが、まずは、こんにちは赤ちゃん訪問で全

訪問しておりますので、それをきっかけにした次

のステップ、家事支援を中心とした、まずできる

ことをやっていきたいと考えております。 

  この継続的に全ての家庭を訪問とか相談できる

体制を今後つくっていきたいと考えておりまして、

将来的には保健師から保育士へのつなぎを目的と

した連携体制を構築していきたいと考えておりま

すが、３にあるように、「モノ」の提供ではなく

て、顔と顔が見える「ヒト」を介した相談体制の

充実を図ってまいりたいと考えております。 

○水野あゆみ委員長 それでは、質疑に入ります。 

  何か質疑ございませんか。 

○さの智恵子委員 今、御説明がございましたポピ

ュレーションアプローチについて質問させていた

だきたいと思います。 

  今、様々御説明もございましたし、現在は赤ち

ゃん訪問をしっかりと充実させていくということ

でございます。１歳までの間が大変重要というこ

とで、この委員会でも各委員から様々な意見が出

されているところでございます。 

  保護者によっては、保健師さんの訪問がいい方

もいらっしゃれば、例えば、今、誰でも通園制度

も検討されておりますが、保育士さんとか、また

家事支援であったり、産後ケアであったり、様々

なメニューが足立区にもございますので、何らか

の関わりを持つということが大変重要かと思って

おります。 

  そういう意味では、選択できる仕組み、例えば

品川区のようにおむつを宅配するということも一

つではございますが、様々全員を対象にやるとい

うことでは数にも限りがございますし、取りあえ

ず保護者の方が選択をして、どこかとつながるこ

とが大変重要かと思っております。 

  そのような選択できる仕組みについては、区は

どのようにお考えでしょうか。 

○あだち未来支援室長 現在も様々な、例えば住区

センターでできるような体制であるとか、保護者

の方からアプローチをして相談体制を構築してお

りますが、それが漏れのないように周知していく

ことが大切だと考えておりますので、引き続きそ

の辺の母子保健の部分と児童福祉の連携の方を強

化してまいりたいと考えております。 

○さの智恵子委員 今、個々にやっているものの情

報共有というものも大変重要かと思います。その

保護者の方がそこに行って終わりではなくて、こ

ういう話があった等々、今、ＤＸも進めておりま

すので、そういう情報をしっかりと共有をして、

そこをやるのがどの部門かにもよりますけれども、

情報共有が大変重要かと思います。 

  今、そういう相談とか、いつという情報につい

ては、区としてはばらばらに管理しているという

ことでよろしいでしょうか。 

○あだち未来支援室長 特に注意を要するお子さん

のものにつきましては、これまでＡＳＭＡＰであ

るとか保健センターからげんきの方に連携をしな

がら情報共有体制を構築してまいりましたが、全

てのお子さんに対してそういう形ができればベス

トだと考えておりますので、何らかの形で情報共

有体制は構築していかないといけないかと考えて

おります。 

○さの智恵子委員 今、国では、今後、１歳児健診

と５歳児健診に力を入れるということでも聞いて

おります。 

  そういう意味では、その１歳児健診の情報もご

ざいますので、しっかり情報共有をしながら、各
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家庭のお子様、また保護者の方に寄り添った支援

をお願いしたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 以前から、議会の方で子ども

版地域包括という部分も発言させていただいて、

その中で、妊娠・出産というところの施策を新た

に構築するところにおいての全庁横断的な会議体

を進めていただきたいという形で提案をさせてい

ただき、令和５年の７月からコンスタントにやっ

ていただいているということで、本当にありがと

うございます。 

  この庁内検討会議というのは、どこの部署が入

っているのでしょうか。 

○あだち未来支援室長 政策経営部の我々のあだち

未来支援室と衛生部、子ども家庭部です。また、

副区長もこの会議に打合せ等も参加させていただ

いておりますので、正に全庁一体となって検討さ

せていただいたところでございます。 

○長谷川たかこ委員 副区長はお二人ともですか。 

○あだち未来支援室長 長谷川副区長と教育長も入

っております。失礼しました。 

○長谷川たかこ委員 教育長もですね。ありがとう

ございます。 

  いろいろと多角的なメニューというのが私も必

要だと思っていまして、やはりお母様とかお父様

を囲む様々なつながりという部分ではマッチング

だと思うのですけれども、今、足立区が想定して

いるのは、対母親だけでなく、父親も含めての家

族という単位でよろしいでしょうか。 

○あだち未来支援室長 子育て支援においては、母

親だけでなくて、当然父親とか、おじいさん、お

ばあさんとか、相談できる方に対しては全て支援

しないといけないと考えております。 

○長谷川たかこ委員 私の方からは、保健師さんと

いうのもベストだと思うのですけれども、やはり

マッチングの部分で合う、合わないというのがあ

ると思います。 

  なので、いろいろな選択肢を是非設けていただ

きたいというのと、あと、今、民間でも様々な相

談機能を拡充していきたいという思いで試行錯誤

している団体もありますけれども、そういうとこ

ろからの意見聴取などもしながら、まずは足立区

でつくっていただいて、ある程度拡充できたとこ

ろで、その民間事業者にも声掛けながら、一緒に

共同体でやっていただきたいなと思うのですが、

そこの部分は相談機能になるのですけれども、い

かがでしょうか。 

○あだち未来支援室長 民間のＮＰＯ団体であると

か、支援団体とも連携しながら当然やっていきま

すし、区の事業に今現在も関わっていただいてお

りますので、引き続きそのような形で進めたいと

考えております。 

○長谷川たかこ委員 それと、こども家庭センター

についてですけれども、明石市と品川区の方は視

察されましたが、ほかにも先進自治体とか御存じ

でいらっしゃると思うのですが、全国的に見て、

こども家庭センターの設置というのはどういう形

で先進自治体は進んでいるのでしょうか。 

○あだち未来支援室長 こども家庭センターは令和

６年４月から努力義務とされていますので、近隣

自治体はまだ設置されていない状態です。 

  ただ、特別区の中で、既に母子保健と児童福祉

の建物が一体化している自治体、例えば世田谷区

などはありますので、そういうところはそのまま

こども家庭センターに移行していくのかなとは聞

いております。 

○長谷川たかこ委員 この問題を考えるときに、新

たに施設を造ることも検討されるのかなと考えら

れるのですが、その場合には、綾瀬の旧こども家

庭支援センターの跡地についても、まだ東渕江小

学校の子どもたちの件もあってどうなるか分から

ないという部分になっていますが、そういう敷地

が綾瀬にもあるわけですから、一つの検討材料に

もなるのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○あだち未来支援室長 こども家庭センターについ
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ては、その自治体に対して一つでやっていくよう

なものですので、例えば綾瀬のあそこの部分を一

つこども家庭センターにつくったとしても、例え

ばほかの地域は保健センターと子ども家庭総合支

援拠点が別になりますので、どういう形になるの

か分かりませんけれども、そういう形も含めて、

綾瀬の跡地につきましては、御意見は承っており

ますので、引き続き庁内で検討してまいりたいと

考えております。 

○長谷川たかこ委員 ああいう形の土地もあるわけ

ですから、是非そこも踏まえた形で多角的に検討

していただいて、よりよいものを、足立区なりの

ものをつくっていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○ぬかが和子委員 私の方から、ポピュレーション

アプローチのことについて質問させていただきま

す。 

  先ほど御報告いただいた中で、こんにちは赤ち

ゃん訪問から今後産前産後家事支援を充実させて

いくということは、本当に歓迎すべきことだと思

っているのですけれども、だからといって、これ

全然ポピュレーションアプローチにならないです

よね。と思っています。 

  この間委員会で議論してきたのは、正にアンケ

ートでも、アンケートに書いたらチェックされる

要注意の産婦さんだと思われると、行政と関わら

ないというような人たちのところにやはり危険性

があると思っているので、そういうところに届く

支援が必要でしょうという議論をしているわけで

す。だから、経済的な支援という形を取っている

紙おむつだったらば、みんなが申し込むわけです

よ。 

  要は、そこで申し込んで、おむつ届けてもらっ

て玄関で相談をするかどうかではなくて、この間

議論しているのは、そういう中で毎月お伺いすれ

ば異変が分かるわけです、ある程度。家が荒れて

いるとか、いろいろな要素が見えるわけです。そ

れはこの間も報告されているわけです。そういっ

た中で、紙おむつのそういった支援の必要性があ

るでしょうと。本当の意味でのポピュレーション

アプローチと、そういう議論があったと思うので

す。 

  ですから、ここに書いてある一覧表で紙おむつ

を抜いてしまうと、そういう部分には手が届かな

くなるのではないかと思うのですが、どうですか。 

○あだち未来支援室長 紙おむつの支援をきっかけ

にした家庭への入り込みにつきましては、私も全

然否定しているわけではなくて、ある程度の効果、

その効果の度合いですけれども、あると考えてお

りますが、例えば費用対効果です。 

  大多数の方は、おむつの宅配を目的に頂けるこ

とを歓迎していただいているのかと考えておりま

すので、それは明石市であるとか、品川とか、江

戸川も始めますけれども、そこのおむつの宅配に

ついても、どうしても最初に申請をして申し込ま

ないといけないわけです。その申請をしない方も

どうしてもいるので、本当にやるのであれば、プ

ッシュ型の支援で一方的に行政が入り込まないと

いけないと考えております。 

  その方法については、今後検討させていただき

たいと思いますが、このおむつについては、運送

会社の方に危険を察知していただける可能性はあ

りますけれども、どこまで期待できるのかという

ところも考えて、優先順位の中で判断をさせてい

ただいたというところでございます。 

○ぬかが和子委員 今、一つは、それも申込みが必

要だと言っていたけれども、そのハードルが低い

のが紙おむつの支給なわけですよ。 

  だって、家事援助、家事支援を受けようと思う

と、ちゃんとしている御家庭は喜んで受けるけれ

ども、家の中というのはなかなか入ってもらうこ

とにハードルがあるわけです。だから、広く届く

ものが必要でしょうと言っているわけです。 

  ですから、この表ではそういうところには声が
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届かないということになるのではないかと思うの

ですが、どうですか。 

○あだち未来支援室長 おむつに関しては、確かに

ここの表には入れてはおりませんで、今やってい

ることを書いております。そういう考え方もあり

ますが、我々は限られた予算の中でやらないとい

けないので、優先順位をどうしても付けないとい

けないと考えております。 

  その優先順位の判断の基準が、おむつをやるか

やらないか、その自治体としての判断ということ

なので、我々としては、別の方法で足立区なりの

ポピュレーションアプローチを考えていきたいと

考えております。 

○ぬかが和子委員 足立区なりのポピュレーション

は、ポピュレーションアプローチにならなくなっ

ちゃうよと言っているわけです。だって、産前産

後家事支援とか申し込んで、中に入ってもらうと

いうのはハードルが高いわけでしょう。こんにち

は赤ちゃん訪問は、確かに全体を訪問するからい

いけれども、その先がないわけですよ。 

  先ほど費用対効果というふうにおっしゃられた

けれども、紙おむつ等々でいくと、せいぜい１歳

ちょっとなわけです。大体１年ぐらいですよ。そ

の間が一番大事だというのは共通しているわけで

す。 

  例えばほかの事例で、３，０００円だとします

と、学校給食は９年分ですよ。紙おむつは１年で

す。しかも、学校給食は東京都が半分補助を出す

ことになったじゃないですか。そしたら費用対効

果というか、財源的にもその浮いた部分を子ども

のために広く使う、これは当たり前のことだし、

財源的にもできることだと思います。 

  それはさすがに室長ではあれだと思うので、副

区長どうですか。 

○副区長 財源的なところはどうかということです

けれども、財源と、そして効果をどう見るかとい

うことだと思います。私たち決してまだ結論を出

して否定しているわけではないですけれども、う

ちの中での議論としては、今、ぬかが委員から御

指摘があった赤ちゃん訪問については、全世帯を

正にポピュレーションに対してアウトリーチをす

るという事業なので、これの次のステップをどう

つないでいくかというところがポイントだと。 

  特にぬかが委員からも御指摘がありますけれど

も、相談をしようとしている人はいいですけれど

も、声を上げられない、声を上げていないリスク

のある家庭に対して区としてどうアプローチする

か。 

  そこがポイントだということで、例えば高齢者

の見守り事業では、乳酸飲料を配って見守りに入

るとか、そういう仕組みもあるかもしれないとか、

様々、今、議論をしておりますので、一応問題意

識は私たちは共有していると思いますので、少し

お時間を頂いて、是非検討させていただきたいと

思います。 

○ぬかが和子委員 正に、今、副区長言ってくれた

ように、高齢者の乳酸飲料のあれと同じ役割、見

守り支援ということだと思います。 

  とにかく多くの方々が申し込める事業、本当に

足立区よくやってくれるという事業をやらないと、

せっかく区が全体の産婦さんを対象にして頑張り

ましょうと言っても、それが届かないわけです。 

  そういう点でも、足立区が本当に広くやってく

れた、２３区でも何番目かにやってくれたという

ふうに是非決断していただきたいということを求

めまして、答弁はいいですから、質問を終わりま

す。 

○佐藤あい委員 今、様々な御意見出ておりました

ので、私からは１点だけ、ポピュレーションアプ

ローチの今後の方向性について、保健師や助産師

による家庭訪問の部分です。 

  これまでも赤ちゃん訪問行っているという中で、

お母様からお声で、これは一部の保健師がという

ところかもしれませんけれども、訪問に伺って御
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相談をしたときに、そんなこともできないのみた

いな印象を受けてしまうような発言があって傷つ

いたと、もうこの人には相談したくないというよ

うなお話があって、私、３人いる中で、１人目、

２人目は助産師さんが来てくださった。そのとき

にいろいろと授乳の助言とかをしていただいたの

ですが、保健師さんそういった部分がうまく御説

明ができない方もいらっしゃるようで、そういっ

た部分を区としては把握をされておりますでしょ

うか。 

○衛生部長 もしかしたら未熟な指導の保健師がい

たかもしれません。そこは大変申し訳ございませ

ん。 

  一応保健師の方も、普通の家庭には原則助産師

が入っております。もともと産前からその方とお

付き合いがある方には保健師が入っております。 

  また、保健師も採用して大体３年ぐらいまでは

一通りの業務に慣れるのに時間が掛かっておりま

して、そういうときは先輩の保健師とペアとか、

慣れた助産師とペアなどで訪問もしているのです

が、まずは、今頂いた声を保健師集団にも伝えま

して、より一層準備して、そういったことがない

ように努力するように伝えてまいります。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。一番のス

タートで相談もしたくないとなってしまうと、人

が替わろうが、区から派遣されている方には相談

しないというふうになってしまうので、保健師さ

んと助産師さんの合同での勉強会みたいな形も取

っていただいているのでしょうか。 

○衛生部長 年に２回は合同の連絡会をやり、その

中でそのときのテーマに合わせて研修も行ってお

りますが、まずは、ＯＪＴを通じてしっかり指導

してまいります。 

○佐々木まさひこ委員 私の方から、まず、ポピュ

レーションアプローチについてですけれども、こ

んにちは赤ちゃん訪問、あとはＡＳＭＡＰで妊娠

届を提出した際にアンケート等を行って、ある程

度リスクのあるハイリスクの御家庭、親子に関し

ては、アプローチというか、それを継続して行っ

ていくという方向性にはなっていますね。 

  こんにちは赤ちゃん訪問である程度リスクの継

続等を確認して、その後のアプローチというのは

どういう体制になっていましたですかね。その後、

リスクのある家庭についてのアプローチというの

はどういう感じですか。 

○保健予防課長 保健予防課にいます保健師が継続

して支援をしているのと、必要であればこども家

庭支援センターと連携して対応しておるところで

ございます。 

○佐々木まさひこ委員 そのリスクのある御家庭と

いうのは、どの程度の件数になっていますか。追

っかけていますか。分からない。 

○こども家庭支援課長 毎月、保健予防課の妊産婦

支援係の保健師とうちでミーティングをやってい

る中で、大体年間２００件ぐらいの対応という認

識をしています。 

○佐々木まさひこ委員 そこからこぼれる御家庭が

ないかが、ポピュレーションアプローチの一つの

大事な要素だと思っています。妊娠届、それから

赤ちゃん訪問、その時点では気が張って問題なか

ったけれども、よく言われる産後鬱とか、お母さ

ん方が疲弊していってしまう、そういった変化を

どう捉えていくかということが今後重要になって

くると思います。 

  明石市の例を見ると、生協の職員、ホームペー

ジなどを見ると、女性の方が配っていますよね。

男の人が配って相談するというのはそうではない

だろうし、やり方だろうとは思うのですね、そう

いった部分では。 

  うちの家内などは、ヤクルトの人が来ると、ど

ういうわけか知らんけどずっとしゃべっています

よ、いろいろと。女性というのは本当にいろいろ

なお話をしているのだなと思いながら、女性によ

っては、はいはいと受け取ってさっさと行かれる
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方もいらっしゃるかもしれませんが、いろいろな

工夫があると思いますので、全く否定はせずに、

いろいろなことを検討していっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  それから、こども家庭センターの方ですが、で

きる限り妊婦や子どもや保護者の意見、希望を確

認又は酌み取りつつ、関係機関のコーディネート

を行い、地域のリソースや必要なサービスを有機

的につないでいくソーシャルワークの中心的な役

割を担うということで、努力義務にはなっており

ますけれど、今後の足立区の子どもたちを育んで

いくための中心的な存在として、やはり重要な存

在になっていくのだろうなと思っています。 

  足立区としては、当面、建物を一緒にするとか

しないということは別にしても、既存の組織の大

枠を維持しつつ、一部の組織を改編するなど、可

能な限り母子保健と児童福祉の連携を強化する方

向性で取り組んでいくという、この２ページで打

ち出されている方向性ですけれども、課題として

はどんなものが挙げられるのか、お伺いしたいと

思います。 

○あだち未来支援室長 一番の課題は、建物別々だ

としても、センター長が一人ということなので、

特に児童虐待などの迅速な対応を行うときに、そ

れが遅れてしまうことがあってはならないですけ

れども、センター長一人で両方見ないといけない

ので、そこら辺がどうなのかなというところで懸

念をしておるところでございます。 

○佐々木まさひこ委員 連携が遅れるということで

すか、そういう部分では。 

  ただ、髙橋課長のところが今度本庁舎に来て、

ある面連携が取りやすくはなってくると思います

が、そこら辺は、課長どうですか、大丈夫ですか。 

○こども家庭支援課長 申し訳ございません。資料

の中の一部が子ども政策の方にというのは、私ど

もの方でやっている一般事業、預かり・送迎支援

事業の部分でございまして、相談部門は今までど

おりこども支援センターげんきで、引き続き妊産

婦支援の方と連携してやっていきたいと考えてお

ります。 

○佐々木まさひこ委員 では、将来的にこども家庭

センターは設置の方向性でいくのかどうか、そこ

ら辺のところはどうですか。 

○あだち未来支援室長 これは自治体の規模によっ

ていろいろな意見が出ています。特に保健所の予

防接種とか健診事業を一緒にするというのはなか

なか難しいので、そこを国の方で切り離していい

よという話になれば、子ども支援の事業とかそう

いう相談部門と児童虐待部門を一つにした部分で

こども家庭センターとしていいよとなれば、当然

これは進みやすいですけれども、今の段階で健診

とか予防接種を児童虐待の部分と一つの建物にと

いうのは、なかなか自治体の規模によって難しい

のかなと考えておりますが、今後の動向を見て、

あとほかの自治体でどういう運用ができているの

かというのも見ていきたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 様々課題があると思います

けれども、こども家庭センターについては積極的

に取り組んでいっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○水野あゆみ委員長 そのほかございませんか。 

○野沢てつや委員 子育て支援におけるポピュレー

ションアプローチについてお伺いしたいのですが、

厚生委員会で説明があった重層的支援体制、この

中の一環としてアウトリーチ型の課ができる、何

でも相談課なのか、そんな感じだったと思うので

すが、これについて御説明いただくことはできま

すでしょうか。 

○水野あゆみ委員長 野沢委員、それは福祉の件で

すので。 

○野沢てつや委員 失礼いたしました。重層的支援

ということで、アウトリーチ型の何でも相談課み

たいなのができて、区役所の職員の方がアウトリ

ーチ、まちに出掛けていろいろな意見を聴いてく
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ださるという声があります。 

  それとの関連性を今お伺いしようかと思ったの

ですが、内容が違いましたので、要望としてよく

連携していただきたいということで、以上です。 

○水野あゆみ委員長 要望で、分かりました。 

  そのほかございませんか。 

○長谷川たかこ委員 ポピュレーションアプローチ

でおむつ宅配と言われていますけれども、おむつ

だけでなくて、例えばこれがおもちゃとか、そう

いうものでもいいのではないのかな。そのおもち

ゃを持っていって、お家に入り、そのお子さんの

月齢ごとの成長の度合いを聞いたり、遊び方を御

説明したり、その中で相談機能を併せてできるの

ではないかなと。 

  さっき佐々木委員から、奥様がよくしゃべると

おっしゃっていましたけれども、女性は共感を求

めるのですね。女性に対するアプローチの仕方と

男性に対するアプローチの仕方は全く違うはずで

す、脳の仕組みも違うので。 

  だから、女性というのは、ある程度の時間を持

ってゆとりのある中でおしゃべりをしながら、共

感を求めて相談とかそういうところにつながって

いくと思うので、そういう女性と男性のアプロー

チの仕方をしっかり研究していただいて、何を持

っていったら喜ぶのか。おむつだけでなくても、

おもちゃでも皆さんすごく喜ぶと思うので、その

アイテムを工夫して考えられたら、またいいもの

が生まれるのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。 

○あだち未来支援室長 当然、おもちゃでもおむつ

でも、そのほかミルクでもいいですけれども、例

えば絵本などはいいかもしれないですね。絵本を

持っていって絵本の読み聞かせ方法、０歳児の読

み聞かせというのはなかなか分からないという保

護者の方もいるので、そういう形ができればいい

と思いますので、そういうのを含めて検討してま

いりたいと考えています。 

○水野あゆみ委員長 それでは、質疑なしと認めま

す。 

  各会派の意見を求めます。 

○かねだ正委員 子どもを産み育てやすい環境とい

う意味では、こども家庭センターもポピュレーシ

ョンアプローチも両方大事なことだと思うのです

が、その拠点となるこども家庭センターについて

も、メリット、デメリットがあってまだ方向性が

決まっていないと。 

  ポピュレーションアプローチについても、その

手段、方法、どういう形でやるのかということに

ついても、今の議論を聞いていると、まだまだい

ろいろな議論をしながら方向性を決めていくこと

が必要かなと思いますので、今回は継続とさせて

いただきます。 

○佐々木まさひこ委員 様々な議論が必要と思いま

すので、継続を主張いたします。 

○ぬかが和子委員 ポピュレーションアプローチで

は、ほかの委員からも話があったように、何も家

事支援とか絵本だけとか縛らないで、家事支援も

含めて、紙おむつがいい人、おもちゃがいい人、

ミルクがいい人、家事を手伝ってほしい人、そう

いう選べることにして、とにかく幅広く多くの人

が利用できるようにするということが非常に大事

だなと思いますので、紙おむつだけを否定するよ

うなやり方ではなくて、是非前向きに、否定はし

ていないとおっしゃっていましたけれども、やっ

ていただきたいと。両方とも採択でお願いします。 

○野沢てつや委員 このポピュレーションアプロー

チについてはいろいろな議論がありまして、私は

やはり横断的な支援をお願いしたいと思っており

ます。ですので、まだまだ議論の余地があると思

いますので、両方とも継続でお願いいたします。 

○長谷川たかこ委員 ポピュレーションアプローチ

については、女性に対する、男性に対するアプロ

ーチの仕方を考えていただきながら、たくさんの

メニューを是非考えていただきたいと思います。
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２つとも採択でお願いします。 

○佐藤あい委員 どちらもとても重要な内容ですし、

しっかりと子どもたちのため、そして保護者の

方々のためにも、議論をより深めていく必要があ

ると思いますので、どちらも継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員長 これより採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。よって、

本件は継続審査と決定いたしました。 

  次に、５受理番号３９ どの子も健やかに成長

できる質の高い保育、父母のニーズに対応した保

育を実施するために、待機児童対策、施設・環

境・体制の整備・拡充などを求める陳情、５受理

番号４８ 保育士配置の最低基準の引上げと国民

の負担増を伴わない保育予算の大幅な増額を求め

る意見書を国と東京都に提出することを求める請

願、以上２件を一括議題といたします。前回は継

続しであります。 

  また、報告事項⑧区立保育園・こども園におけ

る小破修繕の実績について、⑨区立園における

「園運営に関する保護者アンケート」の実施結果

について、⑩足立区待機児童解消アクション・プ

ランの改定についてが本請願・陳情と関連してお

りますので、併せて説明をお願いいたします。 

○子ども家庭部長 教育委員会の報告資料の１０ペ

ージをお開きください。 

  区立保育園・こども園における小破修繕の実績

についてでございます。 

  こちらにつきましては、前回の当委員会で、か

ねだ委員より年度ごとの実績を報告してほしいと

いう資料要求がございましたので、それに合わせ

たものでございます。 

  まず、項番１の予算額、決算額でございます。

中段に表がございますが、令和元年度から令和４

年度までの４年間の実績をまとめたものでござい

ます。 

  令和２年、３年あたりは、コロナの影響もござ

いまして、若干工事件数等が少なくなっておりま

すが、令和４年度以降、そのあたりが戻ってきて

いるものでございます。 

  項番２、主な小破修繕の内容でございますけれ

ども、大きく分けまして、事業者に委託して実施

する工事と、区職員が現場で対応しているものと

がございます。 

  事業者工事といたしましては、排水管などの詰

まりの修繕や扇風機等の修繕、空調修繕などがご

ざいます。 

  １１ページ、項番３、今後の方針でございます。

小破修繕工事につきましては、これまでも即時に

対応してまいりましたけれども、今後の方針にご

ざいますとおり、即時対応も続けながら、機器更

新については対応年数なども勘案して更新を検討

してまいりたいと考えております。 

  また、園からの改善要望については、それぞれ

今までも聞いてまいりましたが、今後は、改善要

望を定期的に聞きながら修繕や改善を行ってまい

りたいと考えております。 

  予算の残額についてです。こちらも定期的に予

算の状況を確認することで、工事を適正に行える

ように努めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、１２ページでございます。 

  区立園における「園運営に関する保護者アンケ

ート」の実施結果についてでございます。 

  こちら、まず、アンケートの実施時期ですけれ

ども、項番１にございますとおり、令和５年の１

０月から実施いたしまして、区立園２２園で実施

したものでございます。 

  残りの８園につきましては、第三者評価という

ことで外部に評価を委託して実施しておりますの

で、そちらは外しているものでございます。第三

者評価は、３年に１回は受けるということになっ

ておりますので、順番にそれを回して受けている
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という状況です。今回の回答率は７８．７％とい

う状況です。 

  項番２、結果の概要でございます。多くの設問

で、（１）にございますとおり、「そう思う」と

回答した保護者の割合が８０％を超えているとこ

ろではございますが、後ほど比較表が出てまいり

ますけれども、前年よりも低い評価となっている

ところが多くなっております。 

  特に（２）でございますが、「園での様子を教

えてほしい」という項目のところが、知らせてい

るか、相談はしやすいかというあたりが前年度よ

り３ポイント以上落ちているという状況でござい

ました。 

  また、（３）の安全対策につきましては、一部

改修などを行ったところが評価されて、若干高く

なっているという状況でございます。 

  １３ページはそれぞれの項目ごとのアンケート

の結果、１５ページから１７ページは５年間の結

果を比べたグラフとなっておりますので、御確認

いただければと思います。 

  続きまして、１８ページでございます。 

  足立区待機児童解消アクション・プランの改定

についてでございます。 

  こちらは毎年改定をしておりますが、今年度に

つきましても改定を行いましたので、報告するも

のでございます。 

  まず、項番１の保育需要の予測の更新ですけれ

ども、こちらについては、令和５年度の実績を反

映いたしまして改定したものでございます。基本

的に、保育需要予測と令和６年度に必要な保育定

数は確保できているという状況でございます。 

  項番２の待機児童ゼロの継続と定員の空き対策

というところで、（１）にございますが、区立保

育園の入所の定員の抑制についても、実態に合わ

せまして改定しているものでございます。 

  また、１９ページの（２）私立保育施設の定員

変更協議というところで、これまで経営支援とい

う部分もございまして、利用定員の変更等を認め

てまいりましたけれども、それぞれの認可保育所

の入所率が改善しておりますので、現在の取組は

今年度いっぱいで終了という形です。 

  また、（３）の小規模保育・保育ママの利用促

進についても、引き続き取り組んでまいります。 

  項番３、年度途中の利用（待機）状況と対応策

です。こちらは、昨年度から１０月１日現在の待

機児童の発生状況を報告し、対応等を御報告して

きたところでございますが、今回、令和５年度の

１０月１日現在の待機児童数というところで、中

段に表がございますが、令和５年度は全体で５０

名という状況でした。昨年が４１名でしたので、

９名ほど増えているという状況でございます。 

  ２０ページでございます。この年度途中の待機

児童対策の取組状況というところで、まず、ベビ

ーシッターの利用支援、待機児童支援のベビーシ

ッターの東京都の制度を活用しているところでご

ざいます。また、それぞれ情報発信や、不承諾と

なった保護者への情報提供などを進めているとこ

ろでございます。 

  今後の対応策でございますけれども、令和６年

度の保育定員に対する取組というところで、入所

抑制の見直しや私立保育所の定員変更協議などに

ついては、引き続き行ってまいります。 

  今後の方針ですが、次年度以降も継続して待機

児童ゼロとともに、年度途中の支援について最大

限活用するための取組を検討してまいります。 

○水野あゆみ委員長 それでは、質疑に入ります。 

  何か質疑はございませんか。 

○西の原ゆま委員 私からは、保育士配置基準につ

いて質問します。 

  この陳情・請願者たちは、保育園は子どもの権

利と発達を保障するため、安心・安全、豊かな保

育環境でなければなりませんと話しています。 

  昨年１２月に閣議決定されたこども未来戦略に、

最低基準の改正を行うという文言が盛り込まれ、
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保育士の配置基準が、３歳児が２０対１から１５

対１、４歳児、５歳児が３０対１から２５対１の

改善に当たり、対応する加算措置を設けると言い

ます。子どもたちにもう１人の保育士をの呼び掛

け人の平松さんは、ようやく山が動いたと非常に

喜ばしく受け止めていると話しています。 

  発表されてからまだ日がたっていませんが、足

立区としてはどのように改善を図っていくのです

か。 

○子ども政策課長 我々の方も、配置基準が変わる

ということは認識してございますので、少なくと

も公立園につきましては、この配置基準で運営が

できるように早急に対応はしていきたいと考えて

おります。 

○西の原ゆま委員 １２月１２日の東京新聞Ｗｅｂ

によると、政府は、急な保育士の確保は難しいと

いう配慮で、当分の間は従前の基準によって運営

することも妨げないと、経過措置を付記しました。 

  経過措置は期限が未定となっているので、この

ように新基準になったのにもかかわらず、利潤追

求型の事業者であれば、最少の人数で保育士を配

置しないのではないかという保育士の声も紹介さ

れていますが、これに関してはどうですか。 

○私立保育園課長 今、西の原委員からお話があり

ました保育士の人数でございますが、新基準にな

ったことによって保育士が不足するという御指摘

かと思います。 

  ただ、国の基準のほかに区の基準がございまし

て、区は国の基準よりも多くの保育士を各施設は

確保してございますので、この配置基準の変更に

伴って急激に保育士が不足するといったことは、

今、想定してございません。 

○西の原ゆま委員 ということは、３歳児が２０対

１から１５対１、そして４歳児、５歳児が３０対

１から２５対１の改善に早急に取り組んでいくと

いうことで合っていますか。 

○私立保育園課長 配置基準の変更に伴って保育士

の不足が生じないように、これまでどおり継続し

て取り組んでまいりたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 前回の委員会で、子どもたちに

もう１人の保育士をという実行委員会が２，６４

８人の保育士の答えたアンケートを紹介しました

が、今回は、同じ委員会が１２月に公表したばか

りの全国保護者アンケート、７，３１６人の声で、

現在の日本の配置基準について、「とても不足し

ていると思う」と答えた保育士が７８％、「不足

していると思う」と答えたのが１８％で、２つ合

わせると９６％にもなっていました。 

  不適切な保育が起こる背景に何があると思いま

すかという質問に対しても、「人手が足りない」

が１位の８２％、「多忙でゆとりがない」のが２

位の８０％になりました。３位が「丁寧なケアや

配慮が必要な子どもの増加」、これが５３％でし

た。 

  保護者の方も、保育士と同じ思いで、やはり人

手が足りないと感じています。４，０１８人の保

育士に聞いた不適切な保育を考えるアンケートの

中では、不適切な保育を起こしかねない不安を抱

えている、８割以上もの保育士がそう考えている

という結果もありました。 

  報告でもございましたが、園運営に関する保護

者アンケートの中でも、「園での様子を教えてほ

しい」「職員と話したいが忙しそう」という意見

が載っています。 

  前回の委員会でもそうだったのですけれども、

園を通じて保育士が足りないという声は届いてい

ると言っていました。 

  足立区としても、早急な体制の完全な実施が求

められていると思いますが、もう一度聞きますが、

いかがですか。 

○私立保育園課長 現在、足立区の基準におきまし

て様々な人件費の補助をさせていただいてござい

ます。そういった中で、先ほど申し上げたとおり、

区の基準の方は一定程度満たしてはいるのですが、



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １２  

 

一方で、年度の途中で退職等ございますと、なか

なかその欠員が埋まらないといったところが、今、

西の原委員御指摘のとおり、いろいろな問題の原

因になっているところは要因としてあるかと思っ

ております。 

  したがいまして、これまでどおり区の配置基準

の補助を継続するとともに、一方で、保育士の定

着・確保の事業についても拡充等を進めてまいり

まして、そういった不安がないように進めてまい

りたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 是非補助を出して、保育士が足

りなくなったときに補助ができるようにやってい

ただきたいと思います。 

  次に、小破修繕について聞きます。 

  先日、私たちは区議団４人で公立保育園を見て

きました。１４人以上が働いている公立保育園に

は、職員のトイレが子どもたちのトイレと同じ場

所に個室が１つ、一番奥の１歳児がいるクラスの

奥のトイレに和室が１つ、計２つしかありません

でした。 

  驚いたのは、シャワー室と書いてある３畳ぐら

いのところに、タイルの床のところに、少し厚み

を帯びたおむつ替えのマットが一つ置いてありま

したが、それを使っていると保育士さんが話して

くれました。 

  つまり保育士さんは、その冷たいタイルにしゃ

がみ込んで、子どもをそのマットに寝かし付けて

おむつ替えをしていました。これはすぐにでも改

善した方がいいと思いますが、どうですか。 

○子ども施設運営課長 今、西の原委員御指摘のお

むつ替えのマットの件でございますが、実際に替

えるときにはしゃがんでというところでやらせて

いただいているところでございます。 

  なかなかスペースの関係等もございまして、例

えばおむつ替えの交換台のようなものが、いりや

第一も含めてですけれども、なかなか設置しづら

いというところもありますので、どういう形でで

きるかは、いりや第一も含めてでございますけれ

ども、各園の状況を確認させていただいて対応し

てまいりたいと考えているところでございます。 

○子ども家庭部長 先日の視察、私も同行させてい

ただきましたけれども、それぞれの園でいろいろ

おっしゃる課題があることは御指摘のとおりでご

ざいます。 

  私ども早急に何ができるか、それぞれの現場確

認させていただきまして、大きな改修等は難しゅ

うございますが、今できることを早急に対応して

まいりたいと考えます。 

○西の原ゆま委員 そのおむつ替えマットを見たと

きに、私もすごいびっくりしました。床から１０

ｃｍぐらいのところにマットが置いてあって、保

育士さんがしゃがんでやらなければいけない、す

ごい大変な重労働だなと思いました。 

  スペースが足りないとさっきおっしゃっていた

のですが、スペースが足りないのであれば、シャ

ワー室を変えて違うところにておむつ替えをつく

るだとか、工夫できることはまだまだあると思う

のに、そこを当たり前のように保育士さんたちは

一生懸命そのシャワー室で、冷たい部屋の中で、

タイルの床に近づけながらしゃがみ込んでやって

いるというのは、どうなのかなと私も見ていて思

いました。 

  先ほども改善できるところはそれぞれの園で改

善していくために努力していくという話がありま

したので、是非改善を求めたいと思います。 

○かねだ正委員 私も調査してくださいという話を

しましたので、小破修繕について伺いたいと思い

ます。 

  直近４年間、令和元年からのが出ていますけれ

ども、令和２年については、ここに少なくなって

いる理由等々書いてありますが、これを見させて

いただくと、大体毎年同じような数字が出てきて

いるわけです。予算はある程度前年を見ながらと

いうことでしょうからあれですけれども、事業件
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数についても、令和２年度を除くと大体二百何十

件、区職員対応件数についても大体１，３００件

ぐらいということです。 

  これ大体毎年同じような数字になってしまう理

由というのは何でしょうか。 

○子ども施設運営課長 大体同じような数字、確か

にかねだ委員御指摘のとおりでございますけれど

も、様々要因はございます。 

  機器の耐用年数であったり、周期的に壊れてし

まうといいますか、交換をしても古くなってきて

いるというところも３０園の中でございますので、

順繰りにという言い方が正しいかどうかはあれで

すけれども、大体年間のペースとしては、同様な

ペースで修繕が必要になってきているという状況

でございます。 

○かねだ正委員 ごめんなさい、非常に苦しい答え

だけれども、私が言っているのは、予算ありきで

やっちゃ駄目ですよという話を前回もしたわけで

す。 

  やはり壊れているものについては、お子さんの

安心・安全ということを考えたときには、関係な

く直していかなきゃいけないし、流用という話も

あるけれども、予算も使っていかなきゃいけない。

それは当たり前のことで、予算があるからここは

直せない、これは後回し、そのことによって子ど

もたちの環境に悪影響があってはいけないという

ことなので、その部分についてはきちっと今後も

考慮していただきながらやっていっていただきた

いなと思います。そのことについては、さっき西

の原委員からも質問あったけれども、要望に応え

てやっていくということが大事だと思います。 

  今後の方針のところで、前回の委員会でも説明

がありましたけれども、現状については各園から

の修理依頼を基に修繕を行っていると。だけれど

も、今後については修理依頼のみではなく、園職

員からの改善要望を定期的に聞きながら修繕や改

善を行っていくというふうに書いてあります。 

  これについて、もう一回、どういう意図でこう

いうふうに書いてあるのか、改善していく予定な

のか。その辺について教えてもらえますか。 

○子ども家庭部長 これまでもそれぞれの各園から

の御要望等には一定程度応じてきたとは思ってお

りますけれども、それだけですと現場からうまく

声が上がってこない、遠慮して言えないとか、い

ろいろな状況があると思いますので、担当課の方

も積極的に現場に出向きまして、実際に現場での

情報を確認しながら、早急に対応した方がいいと

ころ、業者を入れてやった方がいいところとかい

ろいろございますので、そのあたりをスピーディ

ーに判断しながら、効果的に予算を使っていける

対応をしてまいりたいと思っております。 

○教育長 点検を年に１回と限ってしまうと、その

ときにしか言えないのかなということも心理的に

あるかと思います。定期的に点検はしますが、そ

れ以外でも、随時職員の方でそういった修繕につ

いて受付をしていくということを広く周知しなが

ら、随時対応していきたいと思います。 

○かねだ正委員 今お話がありましたけれども、ど

うやって要望を吸い上げていくのかという方法が

非常に大事になってくると思います。型どおりに

園長先生に、どこか要望があったら教えてくださ

いねと言っても、なかなか現場の声というのは上

がってこない部分があると思います。 

  そうなったときに、きちっと現場の声が上がる

ような仕組みをちゃんと考えて、必要であれば改

善をしていくということが、やはり一番分かって

いるのは、一番困っているのは子どもたちと身近

に接している保育士さんだと思うので、園長先生

も同じだけれども、忖度はたぶんしないと思いま

すよ、もちろん。しないとは思うけれども、でき

るだけ生の声を吸い上げてもらいたいという意味

では、その部分の方法というのも非常に必要だと

思いますが、それについてはいかがですか。 

○子ども家庭部長 確かに、かねだ委員御指摘のと
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おり、現場の保育士さんはこんなことを言ってい

いのかなということで遠慮されている部分なども

こあるかと思います。 

  したがいまして、私どもの主管課の職員が定期

的に現場に出向いて直接お話を伺うような取組、

毎月順番にこうやって回っていきますよみたいな

ところで広く吸い上げていく努力をしていかなき

ゃいけないと思っていますので、順番に回らせて

いただきます。 

○かねだ正委員 そこの部分が非常に大事だと思い

ます。いわゆる生の声を聞くということではない

ですけれども、遠慮なく言ってもらって、その部

分の優先度が高いのかどうなのか、言われたこと

を全てやるというわけにはいかない部分があるの

で、そこが子どもたちの安全に関わることなのか、

緊急性を要することなのかということをちゃんと

考えていただきながら、判断していくのは区の仕

事だと思っていますので、そういう仕組みはきち

っとつくってもらいたいと思います。要望してお

きます。 

○ぬかが和子委員 私も、施設の更新の方を最初に

質問したいと思います。 

  いりや第一保育園を見に行った４人の議員は非

常に衝撃を受けました。なぜかというと、１９７

０年代から時間が止まったかのような保育園だっ

た、本当にそうなのです。 

  先ほど西の原委員が指摘した、区の方は見てお

られると思いますが、これがおむつ交換台です。

ここはタイルというよりは、コンクリートそのも

のです。ここがタイルで、特養とか介護の方に詳

しいうちの議員は、これを見て、まるで特養ホー

ムのごみ捨て場におむつ交換台があるかのようだ

と、確かにそういう感じなのです。ここに汚れた

おむつを入れるところがあって、ここでおむつの

交換やるわけですよ、ここに寝そべらせて。本当

にひどいなと思いました。 

  先ほどスペースがないとおっしゃられるけれど

も、現場の保育士さんたちの意見を聴いて、先ほ

どもあったけれども、そういう声が上がっている

けれどもほかの園もどうですかと。 

  例えばこれを高さのあるおむつ交換台にすると、

保育士は交換のときは楽ですけれども抱き上げる

のが大変という意見が出るかもしれない。こっち

の方がまだましですと言っても、少し清潔に工夫

をして、こういうところでおむつ交換をさせるよ

うなことがないようにしていただきたいと思って

いるのですが、どうですか。 

○子ども家庭部長 ぬかが委員御指摘のとおり、私

も現場を見させていただいておりますが、本当に

同じような印象を持っておりますので、早急に改

善するように取り組んでまいりたいと思います。 

○ぬかが和子委員 おむつ交換台などは改善できる

ことだと思いますので、是非よろしくお願いしま

す。 

  それから、今後の方針の小破修繕と改善要望の

ところについては、私も本当に歓迎といいますか、

逆に言うと、給湯器や空調機等の機器更新は故障

のタイミングで実施というのは、今まではどうだ

ったのだろうかと。逆に、今後は耐用年数を勘案

して更新を検討するというふうになっているわけ

ですけれども、これも新年度から早急に進めてい

っていただきたいのですが、どうですか。 

○子ども家庭部長 このあたりにつきましては、今、

保育園の現場を営繕の担当にも見ていただいてお

りますので、一緒に御相談しながら、来年度以降

早急に取り組めるように進めてまいりたいと思い

ます。 

○ぬかが和子委員 それから、区の方では、公立保

育園を１６園残して、あとは廃止、統廃合という

ことを考えていて、私たちは、それはしないでほ

しいと思っているというのが大前提なのですが、

それにしてもその施設更新を待っていたのでは、

学校の更新もなかなか大変な中で、とても毎年一

気にできるわけではないわけです。そうすると、
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やはり必要なところは計画的な改修、更新を是非

やっていただきたい。 

  その中の一つが、正にここにもお話があった、

空調に係るのですが、トイレ、昔の学校のような

トイレ。今は学校のトイレ全部ドライ化していま

すけれども、ドライ化されていないタイルの冷た

い、行った時期が冬ですか、冷たいタイルのトイ

レなのです。 

  このトイレは、是非計画的に更新してほしいと

思うのですが、どうでしょうか。 

○子ども家庭部長 早急に、全体の修繕計画である

とか改修の計画について、営繕部門とも相談しな

がら計画化していきたいと思います。 

○教育長 ぬかが委員からの御発言も基に、工藤副

区長も現場を見ていただいて、私も見に行ったり

しておりますけれども、現場でトイレの苦情とい

うのが結構多いということで、今、庁内合同して

計画を立てていくということで進んでおりますの

で、できるものから早急に取り組んでいきたいと

思います。 

○ぬかが和子委員 それから、気になったのが、こ

れは屋根のところですけれども、あちこち亀裂が

入ったり、補修した跡が残っていたり、ボール球

状の穴が開いていたりしていて、１９７０年代と

いうのは基本的にアスベストを使っているわけで

すよ、奇跡の建材と言われていて。 

  アスベスト対策というのは、足立区では吹き付

けアスベストはきちんと対処していますけれども、

それ以外についてはまだ行われていない、手が付

けられていない。 

  そういう中で、その場でもアスベスト心配だけ

れどもどうですか、あそこ出ているけれどもこの

辺はどうなのですかと聞きましたら、調べておき

ますねというお話だったのですが、どうでしょう

か。 

○子ども施設運営課長 今、ぬかが委員御指摘のテ

ラスの上のところであったり、様々古くなってき

て亀裂等入っているところがございます。 

  今、関係所管の方と調査を実施しているところ

でございます。また、改めて御報告させていただ

ければと存じます。 

○ぬかが和子委員 きちんと調べて報告していただ

きたい。老朽化してということが被曝につながる

わけです。本当に子どもたち、保育士さんの命や

健康に係る課題でもあるので、きちんと調べて、

きちんと報告していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

  その上で、現場では園長先生や保育士の方々が

すごい工夫して、楽しい保育園になるような装飾

やいろいろなことをやっているけれども、とにか

く御覧になった方はみんな、私たちもそう感じま

したけれども、柱はこんなふうに朽ちていて、こ

この角が子どもたちを傷つけちゃうから傷つけな

いようにいろいろ塗ったり貼ったりするわけです。

それが小破修繕なのです。これとか、あとこっち

も、ここもこういうふうに角は、何しろ５０年以

上前のものですからこんなになっちゃっているわ

けです。 

  そう考えると、やはり一刻も早い施設更新とい

うのも、きちんと計画的に考えていかなきゃいけ

ないと思っています。 

  このいりや第一保育園というのは舎人団地内に

あって、いりや第一保育園と第二保育園というの

は近接しています。ふとあれっと思ったら、あそ

こ団地の建て替えをやっているわけです、舎人団

地。建て替えやっていて、この施設更新の話とい

うのは出ていないのですかね。 

○子ども施設運営課長 ぬかが委員御指摘のとおり、

一部建て替えやっているという状況は把握をして

ございます。 

  ただ、一方で、いりや第一、第二保育園それぞ

れ入っているところを令和何年に具体的にどうこ

うしていくというところまでは、まだ話としては

出てきていない状況でございますので、東京都の
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 １６  

 

方にそのあたり確認しながら、施設更新について

進めていきたいと考えているところでございます。 

○ぬかが和子委員 私は、統廃合はするべきではな

いと思っていますが、ただ、施設更新という点で

は、区の方から、もともと団地の建て替えについ

ても一団地の解除とか基礎的な自治体の持ってい

る権限というのは大きいわけです。だから、そこ

はしっかりと計画を持って、更新計画を具体化し

ていっていただきたいと思いますが、どうでしょ

うか。 

○教育長 都営住宅の建て替えに当たっては、今、

ぬかが委員お話しのとおり、建て替えの際には余

剰地を出していただいてそこに設置をするという

ことを進めておりますので、極力そういった形で

更新していくのが一番スムーズかなと思いますの

で、そのように取り組んでいきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 本当に大変な状況、あの狭い敷

地でよく頑張って保育している、古いところでと

いう思いを改めて感じましたけれども、休憩室も、

先日御報告いただきましたが、何畳ぐらいあるの

ですかと聞いたら６畳で、ロッカーは２０近くあ

るわけです。正規の職員１０人で、それ以外に非

正規の方々もいらっしゃって、もちろん一度に休

憩するということはあり得ないけれども、半数も

休憩できないようなスペースですし、本当にいい

保育をするためにも、休むときはきちんと休める

環境も早急に整備していっていただきたいと思い

ます。 

  それから、配置基準について、先ほど私立保育

の課長から答弁がありましたけれども、結局、国

の方が示した配置基準というのは、先ほど西の原

委員が指摘したように経過措置で、今までどおり

でもいいですよと言っているわけですよ。でも、

そうではなくて、新基準できちんと私立保育園で

も、公立はもちろんのこと、やれるようにしてい

ただきたいというところについてはっきりとした

お答えなかったと思うのですが、どうでしょうか。 

○私立保育園課長 恐れ入ります。国の方の配置基

準の変更に適用するようにというお話かと思いま

すが、今現在、国の配置基準のほかに、区の配置

基準及び補助金の方で人件費を支給しておりまし

て、既に新基準の方の人数は満たしてございます

ので、今後もこういった形を継続していきたいと

思っております。 

○ぬかが和子委員 あれで一定基準を満たしている

と言うなら、もう少し区の方で丁寧に見て、指導

や何かの縛りを掛けていった方がいいのではない

ですかね、と思いますよ。 

  例えば、何回も繰り返して、今年度は初めてだ

と思いますが、いづみ保育園が問題になったとき

に、いづみ保育園の保育士さんたちみんなからお

話を聞いたらば、正規の職員は、例えば４・５歳

児クラスで１人なわけですよ。今、基準が１人で

いいから。それが、３０対１が５人減ったからと

いって１人は１人ですよね。だけれども、正規１

人というのは、勤務時間８時間考えると、それを

超えるだけ子どもたちはいるわけです。だから、

公立保育園では、実際には正規２人だったり正規

に近い人たちでやっているのに、私立保育園では

その１人の保育士さんで今でも３０人。それも、

私立保育園の場合は経験がない人もいきなり担任

を持たされる、そういうことが横行しているわけ

です。これはいづみ保育園に限ったことではなく

て、そういう訴えというのはしょっちゅう出てい

ます。だから、保育園を移りたくなってしまう。 

  例えば給食の方も、補助だと思って、補助と言

われて就いたら、もういなくなっちゃっていたか

ら自分が主任になってしまったと、新卒未経験で。

そういう人もいるわけです。それでは、満たして

いますというレベルではない。 

  本当に子どもたちにとってどうなのということ

を見ながら、しっかりと環境改善をやっていって

いただきたいと思っているのですが、どうですか。 

○子ども家庭部長 まず、国基準を満たすことは大
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前提ではあると思いますけれども、これまでに区

としても、国基準プラスアルファでの補助等を行

って人員確保をお願いしてきたという経過もあり

ますので、まずは、国基準をしっかり満たしてい

るかどうかというところを現場の方にも確認させ

ていただきながら、その上で、区として本当に必

要な人員配置とはどういうことなのかということ

は、別途検討していく必要があるのだろうと思い

ます。 

  まずは、国基準がしっかり来年度以降対応でき

ているかどうかの確認から進めさせていただいて、

その先はその後に検討していきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 今の部長の答弁、本当に大事な

ことだと思います。基準を満たしていると思うと

いう答弁だけでなく、実際の配置基準が新基準に

照らしてどうなのということをきちんとつかんで、

不十分なところは、まず、そこから手当て、働き

掛けをしっかり強めてやっていただきたいと要望

して、終わります。 

○佐々木まさひこ委員 私も、区立保育園・こども

園における小破修繕の実績について、大体言おう

と思っていたことは言われてしまいましたので、

そのほかのことをお聞きしたいと思います。 

  プール修繕ですが、これはコロナが落ち着いて

きたため令和４年度は多く実施しているというこ

とで、ただ、プールの損壊、壊れというのは子ど

もの安全に直結する事柄だろうなと思いますが、

どういった内容のものがプールの修繕にはあるの

か。それから、その発生件数等も含めて、分かれ

ば教えていただきたいです。 

○子ども施設運営課長 プールの修繕でございます

が、プールもかなり年数がたってきてしまってい

るというところで、細かな傷んでいるところを随

時修繕を図っているところでございます。 

  件数については、申し訳ございません、手元に

ございませんので、追って御報告させていただけ

ればと存じます。 

○佐々木まさひこ委員 プールというのは、お子さ

ん方が生身で入るものですから、例えば仮にひび

割れがあったとしても、そういったものがけがに

直結していくということになりますので、早期発

見して、なるべく素早くそのプールを修繕して行

っていただきたいと思います。では、後でその件

数等も含めて教えていただければと思います。 

  区立園というのは、都営住宅の１階につくられ

ているケースが多いので、なかなか大規模の改修

というか、今、区内でも都営住宅の建て替えとい

うのがかなり進みつつありますけれども、それも

かなりロングターム、１０年単位というか、そう

いう長い単位で行われていきますので、区立園の

大規模改修といったことは、やはりそういったこ

とを待たずにトイレも含めてやっていただきたい

なと思います。これは要望しておきますので、よ

ろしくお願いします。 

  あと給湯器・空調機の機器更新、耐用年数を勘

案して更新するということは当然のことだと思い

ます。あと、異音がするとか、おかしくなったと

か、冷房の効きが悪くなったとか、給湯の調子が

悪くなったとか、予防保全という観点から早め早

めに、子どもの安全を守るという観点でこれも進

めていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  それから、待機児解消アクション・プランの改

定ですけれども、足立区でも様々ありました事業

停滞による待機児童が発生することのないように

してほしいと思いますが、今、現状でそのリスク

があるような事業者というのはありますか、大丈

夫ですか。 

○私立保育園課長 今、空き対策の方はずっと進め

てまいりまして、一応一定数の経営の方は続いて

おりますので、今、撤退等のお話は特に聞いてご

ざいません。 

○佐々木まさひこ委員 では、大丈夫ですね。 

  あと年度途中の待機児童対策という部分では、
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これも定数を１０月時点で確保するというのはか

なりハードルの高いことだろうなと思いますけれ

ども、基本的にはベビーシッター利用支援事業、

今年の５月ですか、始めて、これの利用を促進す

るという方向性でいくということですか。 

○子ども施設入園課長 ベビーシッターの利用支援

事業ですけれども、一時預かりを含めて件数は結

構多く伸びているかなと思っていますので、そち

らの方で進めていければと考えているところでご

ざいます。 

○佐々木まさひこ委員 やむを得ない部分もあると

思いますが、１０月時点での０・１歳の入所のハ

ードルは大変高いのですが、何とか少しでも確保

できればと思っていますが、そこら辺の見通しと

してはどうですか。 

○私立保育園課長 今お話がありましたベビーシッ

ターのほかにも、施設の建て替えとか改築の際に

は０歳の枠を増やしていただくような取組も、少

しではございますけれども進めておりますので、

そういったことを継続していきたいと思っており

ます。 

○水野あゆみ委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○野沢てつや委員 区立園における「園運営に関す

る保護者アンケート」の実施結果についてお伺い

します。 

  今回、対象者数１，８３５人ということで、回

答率７８．７％、１，４００人を超える方から回

答をいただいたということで、母数の大きいいい

アンケートだと思いますので、今後も実施してい

ただきたいと思います。 

  その結果として、「そう思う」と回答した保護

者の割合の全園平均は、全ての項目で８０％を超

えたというところに線が引いてありますけれども、

私、その次の「しかし、２項目を除き昨年度より

低い評価となった」という、こちらの方が重要で

はないかと思いまして、その次に、特に「園での

様子を教えてほしい」「職員と話がしたいが忙し

そう」等の意見が多く、園での様子などを分かり

やすく知らせているかや、子育ての悩み等の相談

のしやすさについては、昨年度より３ポイント以

上低い結果となったということですけれども、２

項目を除き昨年度より低いということで、こちら

非常に危機的状況に感じるのですが、これに対し

て何か対策の方は考えていらっしゃいますでしょ

うか。 

○子ども施設運営課長 こちらのアンケート結果を

踏まえての対策でございますが、園によってかな

り差があるという実情がございます。 

  現在、私ども施設運営課の本庁に、エリア担当、

区内のエリアを保育園４つに分けて巡回をしてお

りまして、そちらの保育所の先生方と、実際に具

体的なところ、各園ごとにどういったところが足

りなかったかというところを分析させていただき、

各園の支援につなげていくために取り組んでいる

ところでございます。 

○野沢てつや委員 （２）のところを読み込むと、

もしかしたらその配置基準も影響しているのかな

と思われるところもありますので、個別的にきち

んと確認して対応の方をお願いいたします。 

○水野あゆみ委員長 そのほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○水野あゆみ委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見を求めます。 

○かねだ正委員 ５受理番号３９については、今、

小破修繕の話を含めて施設の更新等々の話も出て、

少し進展があったのかなと思います。ただ、ほか

にもいろいろ願意ありますし、５受理番号４８と

一括議題ということなので、まだまだ議論の必要

があると思いますので、継続とさせていただきま

す。 

○佐々木まさひこ委員 我が党としても、まだまだ

議論の余地もあるかと思いますので、両方とも継

続でお願いいたします。 

○西の原ゆま委員 受理番号３９は、老朽化して園
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児に危険が及ぶ可能性もあり得る施設の職員の声

を聴き直ちに改修を行うこと、施設によって保育

環境に差が出ることのないように保育環境を整え

ることとあります。 

  今回、園長先生にもお話を聞きましたが、老朽

化によって建て付けが悪くなっているからドアが

閉まらなくなったときがあったけれども修繕して

もらったという話も聞きました。現場の先生たち

は一生懸命に職を全うしている姿を見ましたので、

やはり老朽化による影響は出ています。保育環境

に差が出ることのないように環境を整えることは

行政の責任ですので、採択をします。 

  そして、４８番に関しても、現場の保育士さん

たちを見て、早期に配置基準の改善を実現し、保

育士が加配されることを望むため、採択でお願い

します。 

○野沢てつや委員 今回、新たなデータが示された

り、またアンケート結果が出たりと、まだまだ議

論の余地があると思いますので、両方とも継続で

お願いいたします。 

○長谷川たかこ委員 受理番号５番の３９に関して

は継続、４８に関しては採択。 

○佐藤あい委員 まだ議論の余地があると思います

ので、どちらも継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員長 では、２回に分けて採決をい

たします。 

  まず、５受理番号３９について採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。よって、

本案は継続審査と決定いたしました。 

  次に、５受理番４８について採決いたします。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

[賛成者挙手] 

○水野あゆみ委員長 挙手多数であります。よって、

本案は継続審査と決定いたしました。 

 

           ◇            

 

○水野あゆみ委員長 次に、報告事項に移ります。 

  委員長より申し上げます。時間が長引いており

ますので、報告事項の説明は簡潔にお願いをいた

します。 

  それでは、報告事項③子どもの意見を聴く仕組

みについて、以上１件をあだち未来支援室長から、

④、⑤、以上２件について地域のちから推進部長

から、⑥、⑦、⑪、⑫について、以上４件子ども

家庭部長から報告をお願いいたします。 

○あだち未来支援室長 では、政策経営部の報告資

料６ページになります。 

  こども基本法の施行に伴いまして、子どもの意

見を聴く仕組みについて報告させていただきます。 

  本年４月、来年度より、区として子どもの意見

を聴く仕組みを構築したいと考えております。 

  項番３の子どもが参加する事業や計画につきま

して、様々な形で意見を聴いていきたいと考えて

おります。今現在もいろいろなアンケートでほと

んどの事業意見を聴いておりますが、次の７ペー

ジ、２番のところ、区のホームページ上の「きか

せて！みんなのいけん」、仮ですけれども、この

ようなページを作りまして、ここにオンラインで

アンケートできるような仕組みを構築したいと考

えております。 

  また、小・中学校におきましては、児童・生徒

用の１人１台配付しているタブレットのトップペ

ージに、子どもの意見を聴くためのボタンを設置

いたしまして、この区のホームページとリンクを

させて、必要に応じて意見を聴けるような形を取

りたいと考えております。 

  ６ページに戻りまして、３の（２）区の会議等

も、様々な会議に子どもや若者が意識をして参加

していただくような形を取りたいと思います。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２０  

 

  ４の新たな取組といたしましては、先ほど申し

ましたオンラインの回答に加えて、区の会議と、

新たに若者会議というものを設置させていただき

まして、中学生、高校生、大学生、社会人のグル

ープに分けまして、まずはこのような取組を開始

したいと考えております。 

○地域のちから推進部長 それでは、委員会報告資

料、地域のちから推進版の２ページを御覧いただ

ければと存じます。 

  まず初めに、令和６年度学童保育室の入室申請

受付状況についてでございます。 

  一斉受付期間の締切日でした１２月１日現在で

の状況について御報告するものであります。 

  項番１にお示しをしていますとおり、令和６年

度の申込み状況ですけれども、５，９１１人の方

がお申込みをいただいておりまして、超過数が４

０８ということになっております。昨年と比較し

ますと、お申込みの方が３６７人増えて、超過数

が３２４増えてという状況になってございます。 

  それから、３ページを御覧いただければと存じ

ます。 

  本年度からオンライン申請を受け付けておりま

して、オンライン申請の結果が、１，４１５件、

２３．９％となっております。 

  問題点・今後の方針でございますが、足立区学

童保育室整備計画を見直しいたしまして、学童保

育室が不足する全ての地域で整備が進めるよう検

討しております。 

  また、（４）でお示しをしておりますが、民設

学童保育室の事業所者が参入しやすくなるよう、

運営補助金における家賃補助の拡充及び人件費単

価についての見直しも併せて進めております。 

  ４ページを御覧いただければと存じます。 

  ワーカーズコープからの第三者委員会報告と、

区の方で行いました自主点検の結果についての御

報告になります。 

  まず、項番１でございます。ワーカーズコープ

が実施しておりました第三者委員会の調査結果の

概要を報告受けましたので、御報告するものであ

ります。 

  （１）でお示しをしておりますのが、委員会の

方で調査目的として示されているものです。全国

における当該組合における事案を対象として調査

をいたしております。 

  調査対象、具体的に７７３という現場が対象と

なってございます。 

  判明した事実を（４）でお示しをしております

が、不適切な報告数が合計３８件、不適切報告が

３８件中９件、重大な不適切報告が３８件中２９

件となっております。 

  ５ページを御覧いただければと存じます。 

  足立区の事業所については、この３８件のうち

８件が足立区とされております。不適切報告がな

かったというところで新田学園と中島根が記載さ

れておりますが、この第三者委員会報告の内容に

つきましては、令和５年４月から７月を対象に実

施して、そこで不適切報告がなければ令和４年度

には遡らないということでの内容となっておりま

すので、この新田学園と中島根については引っ掛

かっていない、対象となっていないという報告を

受けております。 

  それから、５ページの下段、令和５年９月分を

対象としました区の自主点検結果についてでござ

います。 

  区内全ての学童保育室に、基準に従い職員配置

されていたかそれぞれ自主点検を求めまして、そ

の結果を集約したものでございます。 

  ６ページ、対象の実施施設ですけれども、全部

で１０９か所、結果といたしましてお示しをして

おりますが、ワーカーズコープに関するところが

３か所、それ以外のところが５か所ということに

なっております。 

  問題点・今後の方針でございますが、ワーカー

ズコープに対しましては、区の学童保育室現場に
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おける再発防止策が、今回の第三者委員会の報告

の方には、現場に即した内容で足立区版の再発防

止策が書かれておりませんので、そこについては

法人の上層部に対して求めております。 

  また、可能な限り急いで処理をしておりますが、

事実確認について１月中を目途に終了して、ワー

カーズコープの具体的な対応策を決定する予定と

しております。 

  それと、大変申し訳ありません。前回の委員会

報告の中で、ワーカーズコープが指定管理になっ

ています４つの学童保育室の令和４年度分の再評

価につきまして、１２月末までに実施をすると御

報告をしておりましたが、再評価の詳細な方法に

ついて再確認に時間を要しまして、まだ実施でき

ておりませんでして、２月２日に実施を予定して

おります。再評価が遅くなりまして、大変申し訳

ありません。 

○子ども家庭部長 教育委員会の報告資料の２ペー

ジをお開きください。 

  件名、幼保連携型認定こども園の現状と今後の

方針についてでございます。 

  区立のこども園につきましては、項番１の中段

にございます表にありますとおり、全部で３園ご

ざいますが、幼保連携型は元宿こども園と鹿浜こ

ども園でございます。今回、この２園についての

方針を御報告するものでございます。 

  項番２、幼保連携型認定こども園の現状ですけ

れども、いずれも施設は４０年以上ということで、

老朽化が進んでいるところでございます。 

  （２）にありますが、元宿こども園が特に在園

児数が年々減少しているという状況がございます。 

  また、（３）で制度的なところでございますけ

れども、幼保連携型認定こども園には園長として

管理職の配置が令和７年４月から必要とされてお

ります。また、教職員につきましても、保育士と

幼稚園教諭の両方の資格を有する保育教諭の配置

が必要とされております。 

  ３ページ、３、今後の方針でございます。まず、

（１）元宿こども園ですけれども、こちらについ

ては、先ほども申しましたとおり、一番下に表も

ありますが、令和５年４月現在、３１名、２１％

という入所率でございます。 

  こちらは、そういう状況もございますので、現

在帝京科学大学の側にある第一園舎と、道路を挟

んで反対の団地の下にございます第二園舎を統合

いたしまして、第二園舎の側、保育園の側の方に

統合させていただき、こちらを保育園型のこども

園という形に変えさせていただきたいと考えてお

ります。この結果、管理職の配置等は必要なくと

いう状況になります。 

  続きまして、４ページ、（２）の鹿浜こども園

でございます。こちらについては、中段の表にも

ございますとおり一定の入園者数がおりますので、

こちらについては幼保連携型こども園として継続

してまいりたいと考えております。 

  今後のスケジュールでございますけれども、来

月になりまして元宿こども園の保護者に対して方

針の説明と、来年度４月から元宿こども園の第二

園舎の方の施設整備、そして令和７年１月に向け

て区立の認定こども園条例の改正を予定している

ものでございます。 

  続きまして、５ページでございます。 

  足立区子ども施設指定管理者の評価結果につい

てです。 

  子ども施設の指定管理者１６施設につきまして、

令和４年度の業務についての評価を行いましたの

で、報告いたします。 

  開催日時、委員会の内容、委員等については、

５ページに記載のとおりでございます。 

  ６ページの項番６、令和５年度の評価内容の改

定というところで、（１）の採点基準ですけれど

も、各項目について加点や減点の項目を限りなく

事前に評価表にも挙げまして、指定管理者にとっ

ても分かりやすくなるような形で変更したもので
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ございます。詳細は、その下の表に記載のとおり

でございます。 

  続きまして、７ページ、項番７になります。令

和４年度及び５年度評価の実施の比較でございま

す。 

  令和５年度の今回の評価につきましては、前年

度よりもランクが上がった園が１０園ございます。

それぞれ上がった内容は、７ページの下の表に記

載のとおりですけれども、１ランク上昇や２ラン

ク上昇という形で上がった施設が１０施設ござい

ます。 

  続きまして、８ページ、評価委員会での主な意

見と対応というところで、評価委員会からの意見

といたしましては、現地確認の際に年齢に合って

いない玩具の使用が認められたということがあり

ましたので、年齢に合わせた玩具の使用などにつ

いて助言をいたしまして、文書指導や報告を求め

ているところでございます。こちらは改善状況を

確認いたします。 

  また、２番として、評価の資料にそれぞれの事

業所によっていろいろ差異がございましたので、

そのあたりが公正にできるようにという意見がご

ざいました。 

  ９ページにつきましては、それぞれの施設の評

価でございますので、御確認いただければと思い

ます。 

  続きまして、２１ページまで飛びますけれども、

保育士の奨学金返済支援事業補助金の制度改正に

ついてでございます。 

  こちらにつきましては、保育士の人員確保、離

職防止というところで、これまでのものよりも更

に補助を拡充するものでございます。これまで２

分の１だったところを全額、また５年以上の方に

ついて１０万円から１５万円という支援をしてま

いるものでございます。 

  続きまして、２２ページでございます。 

  令和６年４月保育施設利用申込受付状況及び保

育コンシェルジュ利用状況でございます。 

  令和６年４月の入所状況は、こちらの表に記載

のとおりでございます。全体で受付数が増えてい

るという状況が見込まれます。それぞれの年齢の

申込み数などについては、２３ページに記載のと

おりです。１歳児、２歳児が増えているという状

況でございます。 

  項番２の中段にございます保育コンシェルジュ

の利用状況は、記載のとおりでございます。オン

ラインでの説明や相談が増えているという状況で

す。 

  ２４ページ、今後の方針ですけれども、利用調

整の結果については、２月９日頃に申込者の方に

通知する予定をしております。 

○水野あゆみ委員長 それでは、質疑に入ります。 

○長井まさのり委員 では、時間もあれですので、

端的に質問させていただきます。 

  私の方から、令和６年度学童保育の入室申請受

付状況について伺わせていただきます。 

  まちを歩いていますと、学童になかなか入れな

いというお声を非常に多く聞いています。先ほど

の報告で、超過数が４０８人、前年度比でプラス

３２４人となっています。大変増加していますけ

れども、この区の分析、また認識はどうか。また、

対象児童と申込み数の比較についてはどうか伺い

ます。 

○住区推進課長 まず、今回、申請者数が昨年に比

べまして大きく増えているなというところは感じ

ております。 

  その原因としましては、保育園の方で誰もが預

けられるようになってきているというところがあ

りますので、そういった方たちが今度小学生に上

がってきて、預けることが当然のように考えてい

る方々が増えてきているのかなというのが一つご

ざいます。 

  それと、もう一つが、今回、オンライン申請を

初めて行いました。東京都の方にも確認いたしま
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したところ、オンライン申請を導入した自治体は

その年度から急激に申請者数も上がるというふう

にも聞いておりまして、そういったところも影響

しているかなとは感じているところになります。 

○長井まさのり委員 それだけではないと思います

けれども、保育園の待機児童数がゼロになった、

また、小学校に入学したときには学童に預けたい

という方も非常に多いと思います。 

  確認ですけれども、令和５年５月１日時点の待

機児童数はたしか２６３人と聞いていますけれど

も、学年別にどうだったのか確認をいたします。 

○住区推進課長 令和５年５月１日時点につきまし

ては、１年生が３４人、２年生が６０人、３年生

が６１人、４年生が６９人、５年生が２７人、６

年生が１２人で、計２６３名でございます。 

○長井まさのり委員 この待機児童解消というのは

喫緊の課題の一つであるかと思いますけれども、

この令和５年末の時点ではこの２６３人の待機児

童数がどうなったのか。また、低学年、１年生、

２年生、３年生については全員入室できたのかど

うか伺います。 

○住区推進課長 令和５年１２月末時点が直近にな

りますので、その状況をお伝えさせていただきま

すと、待機児童数は総数として１１４人出ており

ます。１年生も７人ほど待機児が出ているという

状況になっております。 

○長井まさのり委員 ２年生、３年生、低学年合計

すると。 

○住区推進課長 １年生が７名、２年生が２５名、

３年生が２８名になりますので、足し算しますと

６０名、低学年３年生までで言いますと６０名に

なります。 

○長井まさのり委員 低学年でもまだまだ、全体で

１１４人、低学年で６０人待機されているという

ことで、特に低学年については全員入室させてあ

げたいなと思いますが、ランドセルで児童館もあ

りますけれども、例えば家から逆方向に離れてい

ってしまうということで、なかなか預けにくいケ

ースもあるかと思います。 

  例えば１年生の希望が多くて校内学童の定員数

を超えてくる場合は、この残りの１年生や他の学

年が入れない、入室できない場合があるかと思い

ますけれども、令和５年のケースで言うとどうだ

ったでしょうか。 

○住区推進課長 １年生につきましては、どちらか

というと校内学童を希望される方が多いというと

ころもありまして、集中する学童保育室と、比較

的そうでもない学童保育室が分かれるというとこ

ろもございます。 

  全体的に定員を超えてしまった学童保育室で見

ますと、そちらの学童保育室については希望され

ても入れないということになりますので、第二希

望ですとか、ランドセルで児童館などを御紹介さ

せていただきました。 

○長井まさのり委員 この度の超過数を見ると、令

和６年度についても同様のことが起きることが予

想されます。また、ランドセルで児童館でも、逆

に離れていってしまう、先ほど言いましたけれど

も、そうしたケースも出てきます。 

  地域別を見ると、千住地域や伊興地域で超過数

が多くなっている。また、１年生でも綾瀬や千住、

西新井、江北、花畑、保塚地域で申請者数が多く

なっている。保護者とすれば、校内学童か、若し

くは学校から近いところに預けたいという思いが

あるかと思います。 

  我が党の吉田議員の代表質問におきまして、学

童保育室が不足する全ての地域で民設学童保育室

の募集をすべきと要望してまいりました。昨年８

か所募集をして１か所のみの決定ということで、

残りの７か所を含め、不足する全ての地域で民設

学童保育室を募集すべきと思いますけれども、現

状についてはいかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 この応募状況を勘案する

と、我々が想定していた以上の地域で新たに募集
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をしなければいけない事態になると想定しており

ますが、今、長井委員御発言のとおり、区民の方

は全てのお子さんが学童に入れることを望んでい

ると思いますので、希望する方が入れるように、

希望する方全てを受け入れられるように、需要が

あるところについては整備を全ての地域でやって

いきたいと思っております。 

○長井まさのり委員 その際、民設学童保育室への

家賃補助の拡充であったり、また人件費を含めた

補助金及び委託料の見直しを要望して、前向きに

検討していくという答弁がありましたけれども、

確認ですが、具体的にどのように検討しているの

か、今言える範囲でよろしくお願いいたします。 

○地域のちから推進部長 まず、家賃補助につきま

しては、我々が今設定している家賃補助額では、

千住ですとか綾瀬ですとか価格帯が高いところで

すと、どうしても物件が見つかりにくいというお

話を頂いておりますので、家賃補助につきまして

は一定程度引上げをさせていただきたいと思って

おります。 

  人件費につきましても、住区センターの職員の

方も含めて、相場に合わせるような形で少し上昇

をさせていただきたいと、今のところ考えており

ます。 

○長井まさのり委員 分かりました。また、予算も

あることでございますので、見直しもしっかり検

討を進めていっていただきたいと思います。 

  また、事業者からは、収益がほとんどない、新

規進出したいが家賃が高いという状況があって、

葛飾区では賃借料の上限がないという状況でござ

いますので、他の自治体も注視しながら検討を重

ねていっていただきたいなと思います。 

  また、整備が必要な地域にある学校の空き教室

や多目的教室、こちらの活用の見通しについては

いかがでしょうか。 

○住区推進課長 空き教室の状況につきましては、

今回募集を掛けて応募がなかった７地域の状況を

まずは確認をしたところになります。 

  そうしますと、多目的室ですとか少人数教室が

あるという状況は確認できたのですけれども、そ

のセキュリティーの面ですとか、そういったとこ

ろの課題もございますので、今回の令和６年度の

応募状況に併せて改めて確認をしながら、個別に

整備ができるかどうかというところを教育委員会

の方に確認していきたいと考えております。 

○教育長 今回組織改正もお願いして、学童につい

ては教育委員会の中で学校とも調整をうまく図れ

るようにしていきたいと思いますので、１人でも

待機児が減るようにということで取り組んでいき

たいと思います。 

○長井まさのり委員 様々な課題を整理して、また

教育委員会ともしっかり連携を取りながら進めて

いっていただきたいと思います。 

  また、学校内にプレハブの設置も要望しました。

校庭の広さにもよるかと思いますけれども、これ

についてはどうか。また、区が保有する未利用地

の活用も要望しました。需要が多く見込まれる地

域においては、どういう検討状況か伺います。 

○住区推進課長 学校の中でのプレハブですとか未

利用地につきましても、どこにどのくらいあるの

かというのは提示を受けたところでございますの

で、こちらも先ほどと同じような答弁になってし

まいますが、今回の申請の状況に併せて整備する

地区というのをきちんと見定めた上で、整備に向

けて検討していきたいと考えております。 

○地域のちから推進部長 申し訳ありません。未利

用地については場所が限定されておりますので、

速やかに現場に行って、学童に適した場所なのか

どうかについては判断を入れていきたいと思って

おります。 

○長井まさのり委員 分かりました。超過数４０８

という状況でございますので、速やかにしっかり

検討に入って進めていっていただきたいと思いま

す。 
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  また、住区学童で特別延長保育の拡充も要望し

ました。職員の確保に向けて、現在の状況につい

て伺います。 

○地域のちから推進部長 各住区の委員長の皆様と

意見交換をさせていただくと、人が集まらないと

いうことが一番のネックだということでお話を聞

いております。 

  今回、令和６年度の予算の中で人件費の部分の

値上げも計上させていただきたいと思っておりま

す。そうした中において、人の手当てができれば

特別延長保育をできるというところも出てくるか

と思いますので、積極的にやっていただけるよう

にこちらの方から働き掛けをしていきたいと思っ

ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。単価であった

り、その交通費であったり、また求人の広告であ

ったり、様々な工夫をしながら、職員確保に向け

て、また特別延長保育の拡充に向けて推進してい

っていただきたいと思います。 

  また、待機児童ゼロの目標でございますけれど

も、当初令和６年９月としていましたけれども、

これについてはなかなか難しい状況かなと思いま

す。 

  そこで、例えば令和７年４月を待機児童ゼロに

するという強い決意に立った目標で進んでいって

いただきたいなと思いますけれども、部長の考え

はいかがですか。 

○地域のちから推進部長 令和６年９月に待機児ゼ

ロを目標としていながら、それができなかったこ

とについては大変申し訳なく思っております。 

  令和７年４月に向けて、全ての待機児童がなく

なるようにいま一度頑張っていきたいと思ってお

ります。 

○長井まさのり委員 現在、２３区中１１区で教育

委員会が所管をしていると。学童保育室の担当所

管を教育委員会にと要望し、令和６年から移管す

ると答弁がありました。 

  待機児童ゼロに向けて、教育長の考えについて

は、先ほど部長の決意がありましたけれども、い

かがでしょうか。 

○教育長 今、部長の方からも話がありましたけれ

ども、令和７年４月ということでございますけれ

ども、一刻も早くゼロにしたいという思いは同じ

でございますので、協力して取り組んでいきたい

と思います。 

○長井まさのり委員 分かりました。強い決意に立

って、様々な課題を整理しながら取り組んでいっ

ていただきたいと思います。 

  また、先ほど令和６年度からオンライン申請を

開始したということで、こちらは２３．９％とい

う非常に高い数字で、これからこのオンライン申

請も増えてくるだろうということが予想されます。 

  たしか保育園の入園もオンライン申請ができて、

令和６年４月申請でも高い数字であったかと思い

ますけれども、これは何％でしたか。 

○子ども施設入園課長 令和６年４月のオンライン

申請の申込み率は７４．２％でございます。 

○長井まさのり委員 ７４．２％と非常に高い数字

で、これはＲＰＡということで入力をして、それ

でＡＩで指数を審査して、人の目でチェックをし

ていると聞いております。 

  今後、学童においてもこのオンライン申請が非

常に増加してくるだろうなということが予想され

ますけれども、職員の事務負担の軽減と効率化か

ら、そうした観点からＡＩを活用していくべきと

思いますけれども、それについてはいかがでしょ

うか。 

○住区推進課長 今回、初めてオンライン申請を行

いまして、今まで現場の方で一時的に受けていた

部分が直接区の方に来るということになりました。 

  見ていますと、やはり添付書類漏れですとか、

記載漏れみたいなものございまして、区の職員か

ら利用者に御連絡するという回数が昨年より増え

たなと感じております。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２６  

 

  今、長井委員からお話がありましたとおり、自

動化できるという部分ですとか、効率化できる部

分については、検討しながら来年度以降に向けて

進めていきたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。是非検討を進

めていっていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  あともう１点は、指定管理者の評価資料につい

て伺わせていただきます。 

  令和５年度の評価ということで少しお聞きした

いなと思ったのは、３９ページの職員研修という

ところで、担当課が５点付けていらっしゃるので

すけれども、指定管理で３点となっています。ど

ういった内容が改善すべき点で課題なのか見てい

たのですが、その記載がないですね。担当課が５

点、指定管理が３点、記載がない。これどういう

状況なのかなと思ってお聞きします。 

○子ども施設運営課長 こちらの評価でございます

が、それぞれの項目ごとに採点基準というものを

設けてございます。この採点基準に照らし合わせ

ますと、実はこちらの園では十分な研修を実施で

きていたところでございますけれども、伺ったと

ころ、指定管理者といたしましては、このコロナ

禍の中で対面での研修が限られてしまったという

ところから、法人自身としての評価としては下げ

た評価としたというところで聞いているところで

ございます。 

○長井まさのり委員 では、採点基準に区との差異

があるということですかね。 

○子ども施設運営課長 採点基準自体は、各法人、

園の方にお知らせをしているところでございます

けれども、それも踏まえての評価として、指定管

理者としてはそこに至っていないのではないかと

いう考えだったと聞いているところでございます。 

○長井まさのり委員 次は、４５ページのところも、

やはり同じく虐待への対応というところの項目で

担当課が５点付けて指定管理が３点ですね。これ

もどういう内容なのかとよく見ていくと、やはり

記載がないのです。内容が書いてない。これはど

うなのでしょう。 

○子ども施設運営課長 こちらの虐待についての評

価でございますが、実際に虐待案件があってどの

ような対応したというところも評価の項目の中に

入ってくるところでございますけれども、こちら

の保育園に関しましてはそういう件数が少なかっ

たというところから、指定管理者の評価としては

下げたというところで聞いてございます。 

○教育長 大変申し訳ありませんでした。このよう

に担当課と指定管理者の採点が違う部分について

は、具体的に内容の記載漏れておりましたので、

今後記載していくように努めていきます。申し訳

ありません。 

○長井まさのり委員 そうですね。どういったとこ

ろで評価を下げているのかという部分においても、

記載がないというのもどうなのかなと思います。 

  また、１５１ページですけれども、ここでは担

当課が１点で、指定管理が逆に４点と付けている

箇所があります。私、令和４年度の評価資料も見

て、細かくなるのであれですけれども、前年度と

比較しても随分逆に悪くなっているというところ

があります。ここの１点と４点のところも、項目

を見たら前年度は２点で、悪くなっていて、この

１点と指定管理が付けている４点の差というのは

どうなのかなと思います。どうですか。 

○子ども施設運営課長 こちらも記載が足りず、大

変申し訳ございませんでした。 

  こちらの保護者への対応に関する評価でござい

ますけれども、第三者評価の中で幾つか項目がご

ざいます。その項目の中で、担当課の方で採点基

準に照らし合わせますと、トラブル対応の部分が

非常に低い数値でございました。そのためこのよ

うな評価をしてございます。 

○教育長 トラブル対応について、担当課が１点を

付けるというところで、去年よりも下がっている
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というところで、指定管理の方にそういう認識が

なくてそういう点数を付けているというところが

大きな問題点であろうかと思いますので、具体的

な内容については、指定管理と詰めながら改善を

図っていきたいと思います。大変申し訳ありませ

んでした。 

○長井まさのり委員 トラブル対応で５０％を切っ

ているというのは、しっかり改善を図っていただ

きたいと思いますし、次のページも、保育の基本

原則、人権の尊重というところで担当課が２点付

けていますけれども、前年度令和４年度を見ても

やはり２点で変わらずで、全く改善していないと

いう状況があります。 

  これは全体を通して言えることだなと思うので

すが、前年度の評価を踏まえて、しっかり改善と

か課題解決に取り組んでいくよう丁寧に指導して

いただきたいと思いますけれども、最後にいかが

でしょうか。 

○教育長 評価は改善をしていくために行うもので

ございますので、今、長井委員おっしゃるように、

昨年度の改善点がどうなっているのか、また今の

状況はどうなのかということをきちんと見ながら、

具体的に改善を進めていくべきと考えますので、

今後、具体的に進めていきたいと思います。大変

申し訳ありませんでした。 

○ぬかが和子委員 私は、まず最初に、子どもの意

見を聴く仕組みについてお伺いします。 

  若者会議や子どもの意見を聴くということをず

っと本会議やいろいろなところで我が党は求めて

きているので、これそのものは大歓迎しているの

ですが、その上で質問いたします。 

  若者会議について、意見を聴く方法の一つとし

て設置するということになっているわけですね。

今、全国でも、正に主権者である若者を中心とし

てまちづくりやいろいろなものに意見を反映させ

ていこうという取組が非常に強まっている、そう

いう先進事例がたくさんありますけれども、そう

いうものは、どこか調査に行ったり、参考にした

というものがあるのでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 若者の声を

聴く仕組みは、全国的にも少しずつ始まっていま

す。そして、いろいろ電話調査などでお聞きして

各取組を調べてございます。 

  特に多いのがワークショップ形式、若者の方を

お呼びして、テーマを与えて、そのテーマに対し

て何回か会議を開いて、若者の意見を固めていた

だいた上で発表する、そういったことを多くの自

治体で取り上げられています。 

○ぬかが和子委員 調査したかというのを聞いてい

るのですが。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 全体的に調

査はしています。 

○ぬかが和子委員 何でこれを聞いたかというと、

前回申し上げたかもしれないけれども、若者のま

ちづくりサミットというのが昨年の後半にありま

して、それは私たち参加したけれども、議員が参

加するというのは異例だったのです。どこも自治

体関係者が参加しているのです。それで、子ども

を真ん中に置いて、若者の主体的なものを応援し

ていく仕組みというのをいろいろな試行錯誤で交

流や何かをしています。そういった具体的な先進

事例をしっかり、調査されているとは思いますよ。

一般的にワークショップだというのではなくて、

やはり先進事例を学んでいただきたい。 

  先日は菊川市でやりましたし、例えば近くで言

うと多摩市、多摩市の若者参画政策というのは非

常に定評がありますけれども、その辺はちゃんと

認識しておられますか。 

○あだち未来支援室長 すみません、担当が各自治

体の川崎、大田区、豊島区、宝塚市とかいっぱい

表があって、見させていただいているのですが、

それぞれ特徴があっていろいろなことをやってい

ますので、いい事例を参考にしながら、我々も取

組を進めてまいりたいと考えております。 
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○ぬかが和子委員 是非そういう若者のまちづくり

サミットとか、そういうのも参加をして取り組ん

でいただきたい。 

  それとともに、こども基本法の施行に伴って、

その前からの子ども・若者育成支援推進法の関係

でも、自治体でも子ども・若者計画を策定するこ

とになっていると。努力義務かもしれませんけれ

ども、その辺についてはどうお考えですか。 

○あだち未来支援室長 これはまだ計画段階ですけ

れども、実は子どもの貧困対策計画というのが来

年度いっぱいで第２期計画が終わる予定をしてお

ります。令和７年度から新たな計画をつくるので

すが、ちょうどこの前こども大綱が発出されまし

て、子どもの貧困と若年者の観点と少子化の観点

を含めたこども大綱が発出されましたので、それ

を踏まえて、各自治体にはいわゆるこども計画を

つくることが求められておりますので、そこを子

どもの貧困をベースにしたこども計画に切り替え

られないかという検討を今現在進めているところ

でございます。 

○ぬかが和子委員 今のこども基本法ではそうだけ

れども、その前の子ども・若者育成支援推進法、

これも生きているわけですよ。ここでは子ども・

若者計画と言っているわけです。ですから、子ど

もだけでなくて、若者も視野に入れた計画として

検討していただきたいのですが、どうでしょうか。 

○あだち未来支援室長 当然、我々若年者支援も力

を入れておりますので、こども計画も若者の計画

も含んだ計画を意識しながら進めてまいりたいと

考えております。 

○ぬかが和子委員 時間がないので細かいことを申

し上げられないけれども、多摩市の若者会議の中

では、若者が集いながら知恵を出し合いながら、

本当に主体的に参加して、ちょうど足立で言うと

ぐるぐるみたいなところを自分たちで運営するよ

うになって、いろいろな行政参画や何かを若者自

身が広げていく、そういう流れが広がっています。 

  だから、是非そういうものを参考に、もともと

ＳＤＧｓ未来都市認定されたのも、貧困対策、子

どもの対策というところだったわけですから、大

人の対策で認定されたわけではないのですから、

そこを政策経営としてしっかり若者が主体になれ

るような、そういう計画をつくっていっていただ

きたいと要望します。 

  それから、保育士の奨学金の返済支援事業の助

成金の制度改正についてですけれども、この目的

というのは、ここにあります人材確保と言ってお

られるけれども、要は何年以上というところで金

額を変えているというところで言うと、定着支援

というのが主目的なのかなと。つまり一つの保育

園で長く勤めてほしいということで改正したとい

うことでよろしいでしょうか。 

○私立保育園課長 今のぬかが委員御指摘のとおり

でございまして、保育の質を高めるために、定着

を目的に改正したものでございます。 

○ぬかが和子委員 保育の質を高めるために長くそ

こに勤めてくださいねと、これはいいですけれど

も、表彰もそうだけれども、これ保育士の側の努

力を求める施策なわけですよ、長く勤めるという

点では。インセンティブですけれども。では、保

育園の努力はどうなのかというところも、しっか

り考えていっていただきたいと思っているわけで

す。 

  人件費比率と平均勤続年数の相関関係を見ます

と、足立区内の社会福祉法人の保育園の平均勤続

年数は９．２４年、人件費比率の平均は７０％を

超えていますけれども、株式会社の区内の保育園

の平均勤続年数は５．８７年、５年ちょっとで、

人件費比率５５％です。ワーストの人件費比率な

どは３割台で、平均勤続が２年とか３年とか、こ

れではやはり駄目なわけですよ。 

  そういうところを改善してもらうようなやり方、

インセンティブとか公表とか、そういうことも考

えていくべきではないかと思うのですが、どうで
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しょうか。 

○私立保育園課長 今、御指摘ございましたとおり、

事業者によって様々待遇面変わってきております。

保育園を退職した理由も、人間関係あるいは給与

面、そういったところも大きな要因でございます

ので、こういった行政ができることと、また事業

者の方でできること、そういったところにつきま

しては、お互いに協力しながら、こういった定着

率確保の方を進めてまいりたいと思っております

ので、今後とも民間保育所連合会等とも意見交換

しながら、できるだけ改善していきたいと思って

おります。 

○ぬかが和子委員 私立保育園でも、昔から足立区

内でやっている私立保育園は、人件費比率も高く

て平均勤続年数も長い、非常に良好な傾向が見て

とれます。そうじゃないところとのギャップが大

きいのです。 

  そうしたときに、私は、例えば一つの手段とし

て、保育園募集のとき、どこ保育園選ぼうかとい

うのをみんな考えるわけです、必死に。そういう

中で、判断材料として、人件費比率はともかく、

平均勤続年数ぐらいは何年ぐらいですよというの

を公表するというふうになったら、保育園は一生

懸命努力するじゃないですか。ここは長続きしな

いんだという保育園よりも、経験がある保育士さ

んたくさんいる保育園を選びたくなりますよね。

そういう勤続年数が少ない保育園は、何とか努力

しなきゃと思うようになるのではないかと思うの

です。 

  そういったことも含めて考えていっていただき

たいのですが、どうでしょうか。 

○子ども家庭部長 御提案につきましては、私ども

も今後の事業を進める中で検討させていただきた

いと思います。 

○ぬかが和子委員 はい、終わります。 

○水野あゆみ委員長 委員長から申し上げます。２

時間経過しましたので、５分間の休憩をしたいと

思います。再開は１２時０６分といたします。 

  暫時休憩いたします。 

午後零時０１分休憩 

午後零時０６分再開 

○水野あゆみ委員長 それでは、委員会を再開いた

します。 

  質疑ございますか。 

○西の原ゆま委員 私の方からは、幼保連携型のこ

ども園の現状と今後の方針について質問します。 

  まず初めに、こども園について、理解を深める

立場で質問させてください。 

  こども園は、もともと区立幼稚園だったところ

がこども園になったと聞きました。この２ページ

の類型には、幼保連携型、保育所型があります。

説明を読むと、保育士の違いというのは、幼稚園

教諭の配置が必要か不必要かということですか。 

○子ども政策課長 現行で言いますと、職員の配置

のところでの差はないところでございます。元の

施設が幼稚園だったか、保育園だったかというと

ころで類型が分かれているところでございます。 

○西の原ゆま委員 ということは、今の第一園舎と

第二園舎には両方とも幼稚園教諭が配置されてい

るということで合っていますか。 

○子ども政策課長 現時点で幼稚園教諭は配置され

ておりません。足立区には、今、幼稚園教諭はゼ

ロ人という形になっております。 

○西の原ゆま委員 ごめんなさい、理解が不足して

いるので。幼稚園の資格を持った幼稚園教諭はい

なくて、保育園の保育教諭というものがいるとい

うことですか。 

○子ども政策課長 説明が不十分でした。現行で言

うと、どこも基本的に保育士の免許を持っている

保育士が担当しております。 

  今後、令和７年にこども園の法律が変わりまし

て、幼保型連携こども園については、保育士と幼

稚園教諭の両方の免許を持っている職員の配置が

必要になるという形になります。 
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○西の原ゆま委員 すみません、ちょっと質問を変

えていきたいと思うのですが、元宿こども園とい

うのは、第一園、第二園が統廃合されることによ

って、園長としての管理職の配置、教職員は保育

士と幼稚園の教諭の資格を有する保育教諭の配置

が必要とあります。 

  今働いている保育教諭の先生たちというのは、

今お話を聞いていると、いないということで合っ

ています。 

○子ども政策課長 少し答弁を訂正させていただく

と、現行でもこども園法の法律は変わっています。

ただ、経過期間という形になっておりますので、

両方の免許を持っている人は現時点では不要とい

う形になっております。 

  なので、今、保育士付けておりますが、その保

育士の方が保育士になる段階で、幼稚園教諭はど

っちも取るのがメジャーになっておりますので、

うちの区においても、全保育士のうち６０％以上

の方は幼稚園教諭も持っているという状況になっ

ております。 

○西の原ゆま委員 ということは、今回、元宿こど

も園というのは保育所型になるわけですけれども、

認定こども園というのは幼稚園と保育所の双方の

基準を満たしていた幼保連携型だったので、幼稚

園教諭がいなかったということはどうだったのか、

どういうことなのか。 

○子ども政策課長 今までは幼保連携型こども園で

ありましたけれども、基本的に区の保育士の職員、

公立保育園の公務員としての保育士の職員を配置

しておりました。その中で幼稚園教諭の免許を持

っている方も実際いらっしゃいますけれども、現

状は法律上経過期間ということで、それは必須に

はなっていないという形なので、今、普通の保育

士で幼保連携型こども園を運営しているという形

になります。 

○西の原ゆま委員 ということは、幼稚園の機能を

果たさなくなるのかなという私の懸念があったの

です。幼保連携型から保育所の形になるというこ

とは、幼稚園教諭の資格を持っていない先生たち

も保育所型こども園で働くことができるので、そ

もそも幼稚園であった第一園舎の幼稚園教諭を持

っている先生が移れば幼保連携が続けられると思

うのですが、いかがですか。 

○子ども政策課長 幼保連携型であっても、大谷田

こども園などは保育所型でございますが、保育の

中身自体は園で変わりはございません。 

  今後、仮に保育所型第二園舎の方に統合すると、

一つの園舎を使う形になります。そこの園舎は元

保育所という形になりますので、制度上の話にな

のですが、そうなると保育所型のこども園になっ

てしまうというか、なるという形になります。 

○西の原ゆま委員 ということは、幼稚園教諭がい

なくなるとか、その資格を持っていない人が保育

所型になることによって排除されるということは

ないということですよね。 

○子ども政策課長 排除されるということはないで

す。通常の保育園と同じ異動サイクルになるとい

う形になります。 

○西の原ゆま委員 分かりました。これから保護者

に対して説明があると思いますけれども、私もこ

れを見ただけでは、こども園というのが保育所型

なのか幼保連携型なのかということだけでもかな

り違ったということを学んだので、是非出された

疑問や不安に真摯に向き合って、丁寧な説明をす

ることを求めていきたいと思います。 

  次に、保育士の奨学金の返済支援事業について

質問させてください。 

  東京福祉局がまとめたもので退職した主な理由

が、１位が職場の人間関係、２位が給料が安い、

３位が仕事量が多いということだったのですけれ

ども、辞めた勤続年数で一番多かったのが１４年

以上、次に多かったのが２年未満、そして次が２

年から４年という人でした。 

  これは離職防止として定着支援を強化すると書
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いてありますけれども、離職対策であるならば、

勤続５年以上というところが規定にあって、一番

多く辞めてしまっている２年未満や２年から４年

の保育士さんたちがこぼれてしまっているように

思うので、もう少し踏み込んで、２年又は３年勤

続した人たちに年間１５万円補助が出るようにし

たいのですけれども、それはいかがですか。 

○私立保育園課長 今、２年目もという御意見ござ

いましたけれども、１年目の奨学金の返済につき

ましては猶予されている部分もございまして、今

回、２年目のところの着目ということでございま

したが、総体的に見ると５年未満でお辞めになる

方が大半を占めているというところから、取りあ

えず今回、５年からインセンティブという形でや

らせていただきたいと思っております。 

○西の原ゆま委員 厚生労働省の示したものによる

と、一番多いのは１４年以上で、２番目に多いの

が２年未満、そして２年から４年という状況です

ので、５年も待てないよというふうに私は思いま

したので、是非検討していただければと思います。 

  続きまして、指定管理について、指定管理の評

価委員について質問させてください。 

  この評価点の５、４、３、２、１というのがあ

って、これ見たときに、担当課と評価委員の中に

４．３とか３．３とか４．２３とありました。こ

の０．３とか０．２３という数字は、どのように

規定しているのですか。 

○子ども施設運営課長 指定管理者や担当課で少数

点の点数が付いて評価しているところがございま

す。 

  こちらは、それぞれの項目の中に更に小項目が

幾つかございまして、例えば５、５、４で付いた

ときに４点幾つという形で、項目ごとにそのよう

な形での計算になっているところでございます。 

○西の原ゆま委員 ということは、４と４．３の違

いをちゃんと根拠を持って説明ができるようにな

っているということで合っていますか。 

○子ども施設運営課長 西の原委員おっしゃるとお

り、先ほど御答弁差し上げたその中の小項目で点

数が付いてございますので、申し訳ありません、

ここには記載ございませんけれども、御説明はで

きる内容でございます。 

○西の原ゆま委員 記述欄についても質問させてく

ださい。 

  さつき保育園の５３ページのところで、担当課

の記入欄があります。これを見ると、「やってい

良いこと悪いこと、行ってはいけない場所を言葉

で伝え、その都度子どもに注意していたため、子

どもが主体的に安心して遊べる環境設定が必要」

とありますけれども、これは保育士さんがその都

度子どもに注意することがいけないのか、遊ぶ玩

具が危なくて主体的に遊べる環境ができていない

のか、これはどういった指摘なのか教えてくださ

い。 

○子ども施設運営課長 こちらの担当課の評価、記

載のところでございますけれども、その度その度

に言葉で伝えているというところが本園で見られ

ました。必ずしもそれが最適ではないと考えてご

ざいます。ふだんの保育の中で、子どもたちが危

険な場所を御自身で分かっていただいた上で活動

していただいたり、お子さんたちが自分たちで考

えて自主的に動けるような環境、もちろん保育士

が注意する場面というのは必要ではございますけ

れども、そういった中でこのような記載をしてい

るところでございます。 

○西の原ゆま委員 説明の中でもありましたけれど

も、主体的に子どもたちが安心して遊べる、この

主体的というのが大事だと思うのですが、その主

体的になるために成長させるには、やはり保育士

さんが「ここ危ないよね」とか、そういう声掛け

や言葉で伝えることも大事だと思います。 

  でも、この文章だけ見ていると、その都度その

都度教えていることがいけないというのが浮き彫

りになっているような記述だったので、主体的に
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遊べる環境を自分たちで子ども自身が気付くとい

う面は、それが本来あるべき姿だと思いますが、

そこにいくまでに保育士さんのそういった注意だ

とか指導方法があると思うので、これが全てとは

限らないと思いますが、いかがですか。 

○子ども施設運営課長 西の原委員御指摘のとおり、

そこに至る過程というのは非常に大事だと思って

ございます。今回、記載の仕方が少し足りなかっ

たかなと反省しているところでございます。 

  今後、誤解を生まないような表現でこちらの評

価の方をさせていただきたいと考えているところ

でございます。 

○伊藤のぶゆき委員 端的に、学童の件ですけれど

も、ランドセルで児童館というのは、今、どれぐ

らい登録されているのですか。 

○住区推進課長 申し訳ありません。今、手元に資

料ございませんので、後ほど回答させていただき

たいと思います。 

○伊藤のぶゆき委員 児童館がオンラインで申込み

ができたら必要以上に去年より増えたということ

は、前回私も委員会で言いましたけれども、手間

が減れば使いたいという人がいっぱいいると思う

のですが、学童に入れなかった人がランドセルで

児童館を利用できますと。これは申込み時期がず

れていると思います。ランドセルは２月ぐらい、

学童が１０月か１１月か１２月ぐらいだと思いま

すが、４年生、５年生、６年生ぐらいになってく

れば、別にランドセルで児童館でいいという親御

さんもいると思うのです。 

  このランドセルで児童館の申込みをもっと上げ

て同時期にやれば、学童はお金掛かるけれどもラ

ンドセルで児童館はお金掛からないですね。６時

ぐらいまで預かってくれて、なおかつ、子どもた

ちがどこにいるのかというのは親が心配すると思

いますが、これ見ると、登録していると児童館の

見守りサービスまであるとなってくると、今後、

学童を増やしていかなきゃいけないというハード

の問題はあるかもしれないけれども、このソフト

の部分のところのものの流動をした方がいいと思

うのですが、これについてはどう思われますか。 

○地域のちから推進部長 伊藤委員御発言のとおり、

子どもの居場所はどこなのかきちんと把握したい

という親御さんが圧倒的に多いと思っています。 

  したがいまして、ランドセルで児童館がいいの

か、学童等がいいのか、放課後子ども教室がいい

のか、様々なところの選択肢をきちんとお示しし

ていくことが大事だと思っておりますので、今回

については１２月１日までが学童、その後ランド

セルで児童館となっておりますけれども、教育委

員会の方と連携しながら、子どもの居場所はこう

いうものがありますというメニューを、きちんと

保護者の皆様に御理解いただくような工夫はして

いきたいと思っております。 

○伊藤のぶゆき委員 本当にそうだと思います。子

どもがどこに行くかを親が心配しているだけなの

で、児童館にいようと、学童にいようと、親はど

こかにいてくれればいいと思うのです。 

  これ見ていると、ランドセルで児童館の中の内

容が、自宅で就労している人は学童には入れるけ

れどもランドセルで児童館には駄目です。家にい

るのだからランドセル置きに一回帰ってください

みたいな感じですけれども、これもう少し変更す

れば、より学童に近い状態をランドセルで児童館

がつくれるのではないかなと思うのです。 

  どうしても親というのは、イメージ、イコール

子どもを預けるなら昔は保育ママより保育園とい

うのと一緒で、学校にいて帰るのだったら学童と

いうイメージがあるのですが、中身を見比べてみ

ればそんなに変わらないので、もっともっとラン

ドセルで児童館を周知すれば、あと中の登録のこ

とをもう少し変更すれば、結構こっちを使う親御

さんいらっしゃると思いますので、これは是非同

時期の申込みと、もっと周知はするべきだと思い

ます。これは検討事項として、要望で構いません。 
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  それと、子どもの意見を聴く仕組み、いろいろ

意見がありましたけれども、ただ単純にタブレッ

トで意見を聴くのであれば、そのタブレットに飛

んできたものを我々のタブレットでも見られるよ

うにしてほしいなということは要望しておきます。 

  最後に、評価委員会での話ですけれども、９ペ

ージの評価結果のところで、一番下の新田さくら

保育園が評価不能ということが書いてあって、令

和４年度の評価は前指定管理者であるじろう会が

実施したもので、資料の提出がなく、現地調査も

拒否したため評価不能と書いてありますけれども、

このじろう会に対して何かしらの対応というのは、

区はしているのですね。 

○子ども施設運営課長 こちらのじろう会に対しま

しては、資料の提出を求めまして御連絡、電話も

そうですし、お手紙等も出しているところでござ

いますけれども、電話については折り返し全く何

回掛けても頂けていないという状況でございます。 

○伊藤のぶゆき委員 では、今後同じような事業者

が出てきたときはどういった対応を取るかという

のは、当然考えているのですね。 

○子ども施設運営課長 今回のじろう会のような事

例も踏まえまして、同じようなことが起こらない

ように、区としてもやり方は様々検討してまいり

たい、やっていきたいと考えているところでござ

います。 

○伊藤のぶゆき委員 最後にしますけれども、子ど

もの子育てする環境が大事だとかいろいろなこと

を言っていますけれども、一番メインのところが

評価書も出さずにやめちゃったから連絡がつかな

くて評価ができませんというのは、これ結構重要

な問題だと思うのですが、今後そのようなことが

起きないようにというのは、検討はしていかなき

ゃいけないでしょうけれども、電話しても出ませ

ん、資料も出していませんということでは、この

まま逃げ得になってしまいますよ、この事業者。 

  ほとんどの事業者はそんなことはしないと思い

ますが、現時点でこういうことをしてきた事業者

が出てきているのだから、区としては今後同じこ

とが起きないように、厳罰なのか分からないです

けれども、そういったものをしっかりしておかな

いと、同じ事例が出てきてしまうと思いますので、

これ結構大きい問題だと思うので、しっかりと対

応していっていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○子ども家庭部長 今回のじろう会、以前から様々

もめておりまして、調停なども行ったりという経

過がある中で、こういう形で書類の提出等を求め

てもしていただけなかったという状況でございま

すので、私どもも性善説に立つだけでなく、今後、

このあたりは法的な対応も含めて、改めてきちん

と法律相談などもしながら制度を固めていきたい

と思います。 

○佐々木まさひこ委員 では、ワーカーズコープ・

センター事業団からの第三者委員会報告及び区の

自主点検結果について、これは聞かざるを得ない

のでお伺いをいたします。 

  ワーカーズコープ・センター事業団のホームペ

ージに調査報告書が掲載されていましたので、足

立区に該当する部分を見させていただきました。 

  例えば日の出わくわくクラブ学童保育室には、

こういう記載があります。このような不正、不適

切な行為は現在の現場責任者の前任の頃から行わ

れており、遅くとも遡り調査の対象となった令和

４年４月から行われていることが確認できた。 

  こういった実態というのはほかの学童でもおお

むね同じ状況でありまして、多分数年前からこう

した不正が行われていたという実態だろうと推認

できる。 

  また、こういう記載もあります。当該現場では、

土曜日の８時から１０時の時間帯の配置について、

シフトを組む段階から配置基準を満たさないこと

を前提にシフトが組まれていた。現場責任者は人

員不足のためやむを得ない対応であったという記
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載があります。 

  こういった対応というのは、遡って調査したの

は令和４年４月からですけれども、区の調査では、

一体いつ頃からこういったものが行われてきたと

いうことは、何か把握はされているのでしょうか。 

○住区推進課長 区の調査におきましても、現状と

しましては、令和４年度分と５年度の調査を行っ

ておりますので、その中で、そういった実態があ

ったということは、令和４年度の分については確

認しているところになります。 

○佐々木まさひこ委員 それ以前から行われていて

も分からないということになろうかと思います。 

  日の出わくわくクラブ、第二学童保育室という

のがありますけれども、ここでこういう記載があ

ります。特に土曜日の職員配置については、配置

不備を読み取ることが可能であるにもかかわらず、

特に区からの指摘もないため、人員不足もあり、

やむを得ず不正な記載を続けていた。 

  これ「特に区からの指摘もないため」「読み取

ることが可能だった」、あたかも区がこのような

不正を指摘しない方が悪いというような、ある面

開き直っているような表現が見られますけれど、

こういったことに関して、足立区当局としてはど

のような認識を持っておられますか。 

○地域のちから推進部長 まず、１点目として、区

の方にシフト表が報告されていて、区の方から不

適切ではないかという指摘ができなかったことに

ついては、大変申し訳なく思っておりまして、何

らかの改善策をつくっていきたいということで、

以前から御答弁をさせていただいているとおりで

ございます。 

  それから、もう１点、令和３年度以前はどうだ

ったのかということにつきましては、今、佐々木

委員御発言のとおり、この報告書を見ると、３年

以前もあったのだろうということが容易に推測さ

れますので、まずは４年度までをやらせていただ

いて、３年度以前についても精査が必要だと思っ

ておりますので、その点については、少しお時間

は頂きますけれども取り組んでいきたいと思って

おります。 

  また、さも区が悪いという、今、佐々木委員御

発言ありましたが、私ども指摘できなかったとこ

ろについては、責任はあると思っておりますので、

その点については本当に申し訳ないと思っており

ます。 

○佐々木まさひこ委員 あまり区を責めてもしよう

がないですけれども、現実は人員不足で、また資

格者もいないような形で行われていたというのは、

やはり大きな問題だと思います。 

  それで、法人本部でも人不足でも認識していな

がら、人員不足に対する抜本的な対策を実施して

おらなかった、これをある面放置していたのでは

ないだろうか、そういう組織的な問題もあるので

はないだろうかと思うのですが、ここら辺につい

ては、向こうとのヒアリングというか、話合いの

中では、あくまで現場だというようなことで言っ

ておるのでしょうか。 

○地域のちから推進部長 法人の組織的にも、本部

そのものと足立区の現場責任者みたいな方々とい

うランクは分かれますが、私が直接お話をさせて

いただいている法人の上層部の方からのコメント

としては、自分たちは把握できていなかった、言

ってくれれば何とかしたのにというような趣旨の

御発言があったのは事実でございます。 

○副区長 私もワーカーズの理事長とお話しさせて

いただきました。現場の責任だというふうな言い

方ではなくて、やはりワーカーズとして、全国組

織ですけれども、ガバナンスができていなかった

というところでは、法人本部も一定の責任は感じ

ているということでございます。 

○佐々木まさひこ委員 当然のことだと思うのです

ね。現状、人手不足というのは明らかになってお

りますけれど、そういったこと、ガバナンスが利

いていないという部分では、法人としての責任も
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あるだろうと思います。６ページにもありますけ

れど、再発防止の具体策について、きちんとした

形で報告を求めることが大事だと思います。 

  これに対しては、全国的に行われているわけで

すから、きちんとした改善策というのをしっかり

求めていっていただきたいと思いますけれども、

いかがですか。 

○地域のちから推進部長 私の方でこの報告書を理

事長から受け取った際に理事長にお伝えしたのは、

現場がどうしてこれをやってしまったのかという

詳細な分析がこの報告書には載っていませんとい

うところは御指摘させていただいて、まず、現場

の声を聴いていただいて、なぜ起こってしまった

のか、そこを分析した上で、きちんと具体策を足

立区版としての改善策の提出をお願いしますとい

うことでお伝えしてあります。 

  法人としても、そこのところは現場の声を聴い

てということでお話をいただいておりますので、

しっかりと改善策を受け取って、それが実効性あ

るものなのかどうかも含めて、また法人側と話を

したいと思っております。 

○さの智恵子委員 私の方からも、１点、学童保育

室の件で御質問させていただきたいと思います。 

  先日、会派で山口市の放課後児童クラブを視察

させていただきました。ここにいる長井委員、水

野委員も一緒に伺ってまいりまして、足立区の学

童保育室の待機児童が全国で７位、この山口市が

１０位ということで、大変勉強になったのですが、

ここは夏季休暇のみの利用というのも推進をして

おりまして、これはニーズが高い夏季休暇の利用

と、また通年の待機児童を減らすということでの

活用ですが、当区において、この長期休暇のみの

利用についてはどのようにお考えでしょうか。 

○住区推進課長 夏休みの学童保育室の利用につき

ましては、以前も御質問あったかと思います。 

  現時点におきましては、今回、子どものニーズ

調査というものを行っておりますので、その中で、

長期の夏休みの利用がどのくらいあるのかという

ところからまずは見ていきたいというところで、

今、進めているところでございます。 

○さの智恵子委員 また、この長期休暇の食事の提

供につきましては、５８園中１０園で実施をして

おりました。特に保育園に隣接するところでは、

３８６園で温かいものが食べられるということで、

大変いいかなと思っております。 

  当区においても、先ほどの説明では区立園がだ

んだん定員を戻していくというお話もございまし

たが、例えば空きのある保育園等でも実施をしな

がら、そういう活用も視野にこの待機児童を減ら

すという取組も必要かと思いますが、その点につ

いてはいかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 以前から御答弁申し上げ

ているとおりでございますが、様々な手法を用い

て待機児童をなくすということで考えております

ので、幼稚園の方で空いているところにお声掛け

をするですとか、そういったものも含めて、様々

検討はさせていただきたいと思っております。 

○野沢てつや委員 私も１点だけお願いします。 

  学童保育室の入室申請受付状況についてという

ことですが、令和６年度オンライン申請が始まっ

たということで、超過数が４０８人ということで

大幅に増えているということですが、今後の見通

しを教えてください。 

○地域のちから推進部長 先ほど課長の方からも御

答弁申し上げましたが、保育園の待機児ゼロにな

った方々の世代が学校に上がる世代に変わってき

ているのかなと思っております。 

  区民の声等でお寄せいただく内容も、保育園が

待機児ゼロでも学童の待機児があるのであれば働

き方を変えなきゃいけないという趣旨の御意見も

頂いております。 

  したがいまして、共働きの方々が増えてきてい

るという認識ですので、学童の申込み数は高い位

置で推移していくのではないかと今の段階では思
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っておりますが、今後また精査をさせていただき

たいと思っております。 

○野沢てつや委員 そういったことで、そんなに減

る見込みがない、高い位置で推移するという見込

みがあるのでしたら、やはり適切な用地や事業者

の誘致が必要だと思われます。 

  一方で、担当職員を配置したりとか、そういっ

た措置はされているのでしょうか。 

○地域のちから推進部長 まず、用地の問題、建物

の問題につきましては、区の方で使っていない未

利用地については、速やかに学童保育室の設置に

適しているかどうかは調べたいと思っております。

また、家賃補助等で民間誘導ができるような取組

も進めております。 

  担当の職員につきましては、民間の募集の担当

の係長も置いて今やっているところでございます

が、今後の状況下において、更に充実をさせるこ

とが必要であれば、それは政策経営部ですとか

様々調整をしていきたいと思っております。 

○野沢てつや委員 おっしゃるとおり減る見込みが

ない、高い位置で推移するということですので、

人員を増強するなどして対策の方をお願いいたし

ます。要望します。 

○佐藤あい委員 すみません、１点だけお願いいた

します。 

  子どもの意見を聴く仕組みについてですけれど

も、若者会議を行ったり、ワークショップを行う

ということですけれども、そちらのファシリテー

ターはどのような方が務めるのでしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 私たちも初

めて取り組む若者会議ですけれども、若者の年齢

に近い、区の職員で言うと入区したばかりの若い

職員をファシリテーターに配置して、意見を言い

やすい、そういった環境を整えてまいりたいと思

っています。 

○佐藤あい委員 近い年代というのも一つの考え方

であると思いますけれども、私の方でワークショ

ップデザイナーさんと意見交換等をさせていただ

いた中で、そのファシリテーターの能力でどれだ

け意見を吸い上げられるかというのも変わってき

ますし、場合によってはそのファシリテーターの

言動などで怒らせてしまったりということも起き

得るものであると。 

  ただ、若者の意見を聴くというのはすごく大切

なことですので、このファシリテーターとして育

てていく、入区して間もないとなると、ふだんの

業務もまだまだ慣れない中で、意見を吸い上げて

いくということがどのくらいできるかというとこ

ろも懸念される部分ではあると思いますので、そ

ういった部分はどのようにお考えでしょうか。 

○あだち未来支援室長 これは考え方の問題で、

我々管理職がやった方がいいのか、係長がやった

方がいいのか、また若い職員がやった方がいいの

かというところで、我々としては、よくファシリ

テーターをベテラン職員がやって意見が言いにく

いというような意見もありましたので、今回は新

たな取組なので、入区してすぐというわけではな

いですけれども、２０代、３０代ぐらいの職員も

実は大学のときはそういうのをやっていて力のあ

る職員で、なかなか区の職場でそういう機会がな

いという職員もいるかもしれないので、そういう

職員を是非登用して、新たな取組としてやってい

きたいと考えております。 

○佐藤あい委員 有意義なものをつくっていってい

ただきたいなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  あと、すみません、学童の件も１点だけ。学童

保育の整備について、４の問題点・今後の方針の

部分で、（３）と（４）について具体的な時期を

教えていただけますでしょうか。 

○住区推進課長 家賃補助の拡充ですとか、人件費

段階につきましては、来年度から見直しができる

ように検討を進めているところになります。 

  また、空き教室につきましても先ほどありまし
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たけれども、空き教室、それからプレハブ、あと

は未利用地のところですけれども、そういったと

ころも併せて並行して進めていきたいと考えてい

るところです。 

○佐藤あい委員 次の４月に入室できないという不

安でお困りのお声も多く聞かれますので、早急に

対応をしていただけるようにと思います。 

  また、空き教室という部分では、例えば図書室

を使えるようにするとか、空き教室という考え方

も広く検討をしていただければと思います。要望

です。 

○長谷川たかこ委員 子どもの意見を聴く仕組みに

ついてで、子どもの対象範囲が０歳からとなって

いますけれども、これは低年齢の保護者が代弁す

ることも可能ということで、子どもを育てている

親の目線でこれは発言してもいいということなの

でしょうか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 お聴きして

いる内容によっては、長谷川委員がおっしゃるよ

うな、そういう立場で回答していただいても結構

だと思います。 

○長谷川たかこ委員 そうしますと、例えば公園の

遊具がこういうところ足りないとか、そういう気

付きとか、そういう部分でも可能ということです

か。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 お子さんが

遊びたい遊具と保護者が遊ばせたい遊具と、若干

のずれがあるかもしれません。そういったことも

あるかもしれませんけれども、お子さんの意見と

して承っていきます。 

○長谷川たかこ委員 そうすると、若年者会議とい

うのは、親御さんは外した形で、中学から社会人

の間でという形になるということですか。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 子どもの声

は聴いていきますけれども、若者会議の方は、今

現在は中学生以上を対象としようと考えてござい

ます。 

○長谷川たかこ委員 つい先日、足立区基本計画審

議会公募委員募集で、１８歳から２９歳対象とい

うことですごく画期的だなというところで、私感

じたところです。 

  ここは０から１８歳で、１８歳がかぶるのです

けれども、今後、是非こういう形で１８歳から２

０代の若者に向けて、足立区の施策をつくるとき

に応募してくださいというような声掛けというの

はたくさんしていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○あだち未来支援室長 当然、子ども・若者の意見

を聴く、その一環として基本計画にそういう若者

枠ができたということなので、それぞれいろいろ

な会議体とか会議やっていますので、それは各所

管で子ども・若者の意見を聴く仕組みとして入れ

てくださいという働き掛けは、全庁にしていきた

いと考えております。 

○長谷川たかこ委員 個人的に、若者向けでやって

いる応募型の事業、是非資料頂きたいのでお願い

いたします。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 今そんなに

進んでいないので、持っている資料、お渡しでき

るようなものはないのですが、入手できたらお渡

ししたいと思います。 

○長谷川たかこ委員 皆さんにも是非共有していた

だければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○子どもの貧困対策・若年者支援課長 参考にして

いただきたいと思います。 

○水野あゆみ委員長 では、質疑なしと認めます。 

  そのほか何かございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○水野あゆみ委員長 それでは、以上をもちまして

子ども・子育て支援対策調査特別委員会を終了い

たします。 

午後零時４２分閉会 


